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公調委令和元年（セ）第３号、同２年（セ）第７号 稲敷市 における土砂埋立てに

伴う土壌汚染による財産被害等責任裁定申請事件 

裁       定 

当事者省略） 

主       文 

１ 被申請人らは、連帯して、申請人ａに対し、２０００万円及びこれに対する平

成２８年６月１８日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。 

２ 被申請人らは、連帯して、参加人ｂに対し、１８万１５２６円及びこれに対す

る平成２８年６月１８日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。 

３ 申請人らのその余の請求をいずれも棄却する。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 当事者の求める裁定 

 １ 申請人ら 

(1) 主文１項同旨 

(2) 被申請人らは、連帯して、申請人兼亡ｃ手続承継人ｄに対し１００万円、申

請人ｅ、申請人ｆ、申請人ｇ、申請人ｈ、申請人ｉ、参加人ｂ、参加人ｊ、参

加人ｋ、参加人ｎ、参加人ｐ、参加人ｒ、参加人ｓ、参加人ｔ及び参加人ｕに

対しそれぞれ５０万円及びこれらに対する平成２８年６月１８日から支払済

みまで年５％の割合による金員を支払え。 

２ 被申請人ｖ、被申請人ｗ 

  申請人らの本件裁定申請をいずれも棄却する。 

３ 被申請人稲敷市 

 (1) 本案前の答弁 

   申請人らの本件裁定申請をいずれも却下する。 

 (2) 本案の答弁 

   申請人らの本件裁定申請をいずれも棄却する。 
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４ 被申請人ｘ及び被申請人ｙ 

  いずれも申請人らの責任裁定申請書を受領したが答弁しない。 

第２ 事案の概要 

本件は、建設汚泥処理物等により所有地等を無断で埋め立てられた申請人ａ及

びその周辺に居住する申請人らが、埋立てにより申請人ａの森林が破壊され、土

壌が汚染され、周辺井戸の水質が汚染されたとして、埋立ての事業主体である被

申請人ｘ、埋立てを実施した被申請人ｖ及び被申請人ｙ並びに建設汚泥処理物等

を運搬した被申請人ｗに対し、民法７０９条、７１９条及び７１５条１項に基づ

き、また、市条例による埋立ての許可要件を欠くにも関わらず被申請人ｘの埋立

て許可申請等を違法に許可し、さらに被申請人ｘの許可地外への埋立てに対して

市条例による権限の行使を違法に怠り、これを阻止しなかったとして、被申請人

稲敷市に対し、国家賠償法１条１項に基づき、連帯して、①申請人ａに対し森林

復元費用等及び弁護士費用の一部請求として２０００万円、②その余の申請人ら

に対しそれぞれ平穏生活権の一態様としての浄水享受権の侵害にかかる慰謝料

等及び弁護士費用の一部請求として５０万円、並びにこれらに対する同埋立てが

終了した日である平成２８年６月１８日から支払済みまで平成２９年法律第４

４号による改正前の民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める

事案である。 

１ 前提事実（文中掲記の各証拠及び審問の全趣旨により容易に認められる事実） 

(1) 当事者等 

ア 申請人ら 

(ｱ) 申請人ａは、ｚ宗の寺院であり、茨城県稲敷市ａｂ△△番地所在の宗教

法人である（甲１）。同所には、本堂、庫裡が配置され、これらの建造物は

ＸＸ年にａａ指定の有形文化財となった（甲７０、公知の事実）。 

 (ｲ) 申請人ｄは、申請人ａの代表役員であり、住職であって、上記の寺所在

地に居住している（甲１）。ｃは申請人ｄの母親であり、同所に居住し、本
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件の申請人であったが、令和２年９月２０日に死亡し、申請人ｄが手続を

受継した（審問の全趣旨）。 

 (ｳ) 申請人ｅ、申請人ｆ、申請人ｇ、参加人ｂ、参加人ｊ、参加人ｋは、茨

城県稲敷市ａｂに居住している。 

 (ｴ) 申請人ｈ、申請人ｉ、参加人ｎ、参加人ｐ、参加人ｒ、参加人ｓ、参加

人ｔは、茨城県稲敷市ａｃに居住している。 

 (ｵ) 参加人ｕは、茨城県稲敷市●●に居住している。 

 (ｶ) 申請人らの居住地の位置関係等は別紙１のとおりである。 

 （甲１９、甲４９の１から３まで、審問の全趣旨） 

イ 被申請人ｘは、住宅の新築、増改築工事の設計、請負及び施工等を目的と

して設立された有限会社であり、登記上の代表取締役はａｄである（甲２）。 

ウ 被申請人ｙは、被申請人ｘの実質的な経営者であり、土地の埋立て等に係

る事業について被申請人稲敷市に許可申請書類を提出するなどした（審問の

全趣旨）。 

エ 被申請人ｖは、被申請人ｙとともに、被申請人ｘの土地の埋立て等に係る

事業を行った（審問の全趣旨）。 

オ 被申請人ｗは、砂利運搬業等を目的として設立された株式会社であり、同

代理人ａｅは、その取締役であった（甲３）。 

(2) 申請人ａ所在地等の状況 

ア 茨城県稲敷市ａｂ字●●△△の土地（地目山林、２０１１５㎡。以下「寺

所有山林」という。）は、申請人ａの本堂所在地の西側にあり（別紙２参照。）、

申請人ａが所有している。寺所有山林は、北西方面に向かって標高が低くな

っており、平成２７年頃まで、樹木が生い茂っていた。 

（甲４、甲１２、甲１６【２２、２３、２４頁】、審問の全趣旨） 

イ 茨城県稲敷市ａｂ字●●△△の土地（地目墓地、５１１３㎡。以下「共同

墓地」という。）は、寺所有山林の南側にあり（別紙２参照。）、その所有者は、
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持分２分の１大字ａｂ、２分の１大字ａｃである。共同墓地の敷地内のうち、

東側に墓があり、西側は、西側方面に向かって標高が低くなっており、平成

２７年頃まで、樹木が生い茂っていた。 

（甲５、甲１２、甲１６【２２、２３、２４頁】、審問の全趣旨） 

ウ 寺所有山林及び共同墓地に平成２７年頃まで生い茂っていた樹木は、ス

ギ、ケヤキ、カシ、ナラ、ヒノキ等であり、これらの樹木は申請人ａの本

堂や庫裡の建て替えに使用されてきた外、ＸＸ年頃には「ａｆ」が「ａ

ｇ」に選定されるなどした。 

（甲１６、甲７０、職１【３頁】） 

 (3) 茨城県の土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例及び規則 

 茨城県は、以下の条例及び規則を定めている。 

ア 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成１５年１０

月１日茨城県条例第６７号。平成２７年３月２６日条例第１３号による改正

後のもの。以下「茨城県条例」という。甲６） 

   （土地の埋立て等の許可） 

第６条 土地の埋立て等を行おうとする者は、知事の許可を受けなけれ

ばならない。ただし、次に掲げる土地の埋立て等については、こ

の限りでない。 

(1) 埋立て等区域の面積が５０００平方メートル未満である土

地の埋立て等（以下略） 

     （許可の基準） 

第７条 知事は、前条第１項の許可の申請が、次の各号のいずれにも適

合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならな

い。 

(1) その土地の埋立て等に用いる土砂等の性質及び有害物質

(鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが
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土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずる

おそれがあるものとして規則で定めるものをいう。)による汚

染の状態が規則で定める基準に適合しないものでないこと。 

   イ 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則（平成１

６年３月３１日茨城県規則第４１号。別表第１の２は平成２５年１０月３１

日に追加された。甲７、乙Ｅ３２） 

      (許可の基準) 

第７条 条例第７条第１号の規則で定める物質は、別表第１の左欄に掲

げる物質とする。 

  ２ 条例第７条第１号の規則で定める基準のうち、土砂等の性質に

係るものについては、建設業に属する事業を行う者の再生資源の

利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成３年

建設省令第１９号)別表第１に掲げる第１種建設発生土、第２種

建設発生土又は第３種建設発生土に該当する土砂等の水素イオ

ン濃度指数が別表第１の２の中欄に掲げる基準値であることと

する。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限

りでない。（以下略） 

別表第１ ふっ素 検液１リットルにつき０．８ミリグラム以下 

別表第１の２ 水素イオン濃度指数 ４以上９未満 

  (4) 稲敷市の土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例及び規則 

 被申請人稲敷市は、以下の条例及び規則を定めている。 

ア 稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成２９年条例

第２３号による改正前のもの。平成１７年３月２２日条例第１０６号。以下

「稲敷市条例」という。乙Ｅ１） 

（目的） 

第１条 この条例は、土砂等による土地の埋立て等について必要な規制
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を行うことにより、災害の防止及び生活環境の保全を図ることを

目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

(1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物をいい、廃棄

物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第

２条第１項に規定する廃棄物を除くものとする。（以下略） 

（適用範囲） 

第３条 この条例は、土地の埋立て等を行う場合において、当該事業区

域の面積が５００平方メートル以上５０００平方メートル未満

又は土地の埋立て等に使用する土砂等が５００立方メートル以

上のものについて適用する。（以下略） 

（事前協議） 

第５条 事業を施行しようとする事業主等は、次条の許可を受ける前に、

規則で定めるところにより、あらかじめ当該事業の計画について

市長と協議しなければならない。 

（事業の許可） 

第６条 本市の区域内において、事業を施行しようとする者は、規則で

定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の許可の申請が規則で定める施行基準に適合する

ものであって、かつ、道路、河川、水路その他の公共施設に被害

を生じさせないような措置が講じられていると認めるときでな

ければ、同項の許可をしてはならない。 

３ 第１項の許可には、災害の防止及び生活環境の保全上必要な条

件を付することができる。 
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（施行基準の遵守） 

第１０条 事業主等は、事業を施行するに当たっては、規則で定める施

行基準を遵守しなければならない。 

イ 稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則（平成１

７年３月２２日規則第９１号。以下「稲敷市条例施行規則」という。甲９） 

 （事前協議） 

 第２条 条例第５条に規定する事前協議は、次に掲げる書類及び図面を

提出することにより行うものとする。（中略） 

    (4) 土砂等発生・処分フローシート（以下略） 

 （事業許可の申請） 

 第３条 条例第５条の協議が済み、条例第６条第１項の規定による許可

を受けようとする事業主は、事業許可申請書に次に掲げる書類及

び図面を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長

が必要と認めない書類及び図面はこれを除く。（中略） 

    (16) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所において土壌の

調査の試料として土砂等を採取した地点の位置を示す図面及

び現場写真並びに試料ごとの地質分析結果証明書（様式第６号。

計量法（平成４年法律第５１号）第１２２条第１項の規定によ

り登録された計量士のうち環境測量士（濃度に係る計量士をい

う。）が発行したものに限る。以下同じ。） 

    (17) 土砂等発生・処分フローシートすべての事業主、施行者（搬

送業者を含む。）の印鑑証明書、契約書の写し（以下略） 

 （施行基準） 

第６条 条例第１０条の規定による施行基準は、別表に掲げるとおりと

する。 

別表（第６条関係）稲敷市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積
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の施行基準 

 第１ 共通基準 

  １ 土地の埋立て等に用いる土砂等の性質及び特定有害物質によ

る汚染の状態が次の表で定める基準に適合しているものである

こと。（中略） 

    ふっ素 検液１リットルにつき０．８ミリグラム以下（以下略） 

5 

(5) 被申請人ｘの土砂等による土地の埋立て等事業許可申請及びそれに対する

許可等 

ア 被申請人ｘは、平成２７年１０月７日、被申請人稲敷市に対し、太陽光発

電事業のために、稲敷市ａｂ字●●△△１の土地（別紙２参照。）の埋立てを

計画し、稲敷市条例５条に基づき、事前協議書を提出した（甲２６の３、審

問の全趣旨。以下、この事業を「本件事業」という。）。なお、△△１の土地

は共同墓地の西側（地図上の市道を挟んだ向かい側）にあり、地目は山林で、

当時の所有者はａｈであった（甲４４の５、審問の全趣旨）。 

被申請人稲敷市は、同月２９日、被申請人ｘに対し、本件事業について、

許可申請に当たり遵守すべき指導事項等を記載した事前協議結果通知書を

発出した（甲２６の３、審問の全趣旨）。 

10 

15 

イ 被申請人ｘは、平成２７年１１月２日、被申請人稲敷市に対し、本件事業

について、事業主及び工事施工者を被申請人ｘ、事業内容を「太陽光発電事

業の為」、事業区域を△△１の土地、区域面積２７４２㎡、搬入土量７３６

６．５㎥（一日の搬入台数及び土量１０トン車２０台計１４０㎥、搬入車両

の台数１２台分のナンバー記載あり）として土砂を埋め立てる旨の事業許可

申請を行った（甲１０の１、甲２６の３、甲２７【６頁及び資料２】、甲４４

の２から１５まで）。同申請の申請書には、稲敷市条例施行規則２条及び３

条に基づき「土砂等発生・処分フローシート」が添付されており、土砂等発

生現場にａｉ社、元請に被申請人ｘ、下請等に被申請人ｗ、搬入先（工事施

20 

25 
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工者）に被申請人ｘが記載され、各社の社印が押印されていた（甲２６の３、

甲４４の１０）。 

 被申請人稲敷市は、同月１３日、本件事業の許可申請を許可した。事業許

可決定通知書には、許可条件として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和４５年法律第１３７号。以下「廃掃法」と略する。）２条に規定する廃棄物

は持ち込まないことと記載されていた。また、同日、被申請人稲敷市と、被

申請人ｘとの間で、事業の施工に当たっては周辺の生活環境を損なわないよ

うにすることなどを定めた協定書が交わされた。 

（甲１０の１、甲４４の１） 

 

5 

ウ 被申請人ｘは、平成２７年１２月１８日、被申請人稲敷市に対し、本件事

業について、事業区域・面積を△△１の土地「外１筆３２６９．８㎡」、搬入

土量を８９６０．１㎥に変更する旨の事業内容等変更許可申請を行った（甲

１０の２、甲２６の３）。前記「外１筆」は、△△１の土地の西側に隣接する

稲敷市ａｃ字●●△△２の土地（別紙２参照。）の一部約５２７．８㎡であっ

た（審問の全趣旨）。同申請書には、本件事業の許可申請時と同じ「土砂等発

生・処分フローシート」が添付されていた（甲２６の３）。 

  被申請人稲敷市は、平成２８年１月１２日、前記事業内容変更申請を許可

した。なお、許可条件として、廃掃法２条に規定する廃棄物は持ち込まない

ことが定められていた。（甲１０の２） 

10 

15 

エ 被申請人ｘは、平成２８年３月１日、被申請人稲敷市に対し、本件事業に

ついて、搬入土量を８９６０．１㎥から２万３８１０．０８５㎥に変更し、

造成形状の変更をする旨（変更前：片斜面形状、変更後：平盤ひな段形状、

変更の理由：雨水排水の流末に弊害を与えない様にひな段を設計（造成面を

三段にする））の事業内容等変更許可申請を行った。なお、同申請書の「添付

書類及び図面」欄は「提出した書類及び図面を□欄にチェックすること」と

されているところ、同欄の「土砂等発生・処分フローシート（様式第２号）

20 

25 
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すべての事業主、施工者(搬送業者を含む。)の印鑑証明書、契約書の写し」

欄にはチェックが入っていた。 

（甲１０の３、甲２６の３、乙Ｅ２） 

  被申請人稲敷市は、平成２８年３月９日、前記事業内容変更申請を許可し、

許可条件として、廃掃法２条に規定する廃棄物は持ち込まないこととしてい

た（甲１０の３）。 

5 

(6) 被申請人ｘによる埋立ての状況 

ア 被申請人ｘは、平成２８年４月１日頃までに、本件事業の対象区域（△△

１の土地及び隣接する△△２の土地の一部）での土砂等の埋立てを完了した

（審問の全趣旨）。 

被申請人ｘは、平成２８年４月１５日、被申請人稲敷市に対し、本件事業

について、同日完了した旨の事業完了報告書を提出した（甲２６の３）。 

10 

イ 被申請人ｘは、遅くとも平成２８年３月上旬頃から、本件事業の対象区域

外である寺所有山林及び共同墓地の一部に土砂等の搬入を開始し、平成２８

年６月１８日頃までに、両土地を埋め立てた（審問の全趣旨）。 

 被申請人ｘが無許可で埋立てを行った土地の面積は、共同墓地５１１３㎡

のうち１７９１㎡、寺所有山林２万０１１５㎡のうち５６９８㎡であり、少

なくとも合計７４８９㎡を埋め立てた（以下、被申請人ｘによる寺所有山林

及び共同墓地の一部の埋立てを「本件無許可埋立て」といい、埋め立てられ

た部分を「本件無許可埋立地」という。別紙２の緑色及びピンク色着色部分

参照。甲１２、甲２３、甲２４の１から５まで、審問の全趣旨）。 

 本件無許可埋立てに用いられた土量は、共同墓地に８９４４．２７㎥、寺

所有山林に１万６６４９．３５㎥の合計２万５５９３．６２㎥に達するもの

と推定される（甲１２、審問の全趣旨）。 

15 

20 

(7) 本件事業地周辺の埋立て事業の状況 

ア ａｊは、平成２８年４月６日、寺所有山林の北西側に接し、同人が所有す

25 
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る稲敷市ａｂ字●●△△、同△△、同△△の土地（以下「△△３の土地等」

という。別紙２参照。）の埋立てを計画し、被申請人稲敷市に事前協議書を提

出し、被申請人稲敷市は、同月２２日、ａｊに対し、許可申請に当たり遵守

すべき指導事項等を記載した事前協議結果通知書を発出した（甲２６の３、

甲２８の３、甲７２、審問の全趣旨）。 5 

イ ａｊは、△△３の土地等に係る事業について、平成２８年５月２日、被申

請人稲敷市に対し、事業内容を「中古車展示場を作る為の造成」、事業区域を

△△３の土地等、区域面積２０５５㎡、搬入土量８０１６．３８㎥（１日の

搬入台数及び土量１０トン車１１４６台計８０１６．３８㎡、車両の台数１

２台のナンバーの記載あり）、工事施工者を被申請人ｘとして、土砂を埋め

立てる旨の事業許可申請を行った（甲１０の４、甲２６の３、甲２７【１６、

１７頁及び資料１２】、甲２８の３、甲７２、参考人ａｊ【５、６頁】）。同申

請の申請書には、平成２８年４月２３日付けの「土砂等発生・処分フローシ

ート」が添付されており、土砂等発生現場にａｉ社、元請に被申請人ｘ、下

請等に被申請人ｗ、搬入先（工事施工者）に被申請人ｘが記載され、各社の

社印が押印されていた（甲２６の３）。 

  被申請人稲敷市は、同月１６日、前記申請を許可し、許可条件として、廃

掃法２条に規定する廃棄物は持ち込まないこととしていた（甲１０の４）。 

10 

15 

ウ 被申請人稲敷市は、平成２８年５月２８日、△△３の土地等に係る事業に

ついて、農業委員会から「農地計画変更」の許可が済んでいない旨の連絡を

受けるなどしたため、許可を取り消した（甲２６の３、審問の全趣旨）。 

20 

エ 被申請人ｙは、ａｊの代理人として、平成２８年７月２５日頃、被申請人

稲敷市に対し、△△３の土地等に係る事業の許可に関し、農地法５条の内容

について変更許可申請を提出中、許可前に着工してしまったこと、造成途中

で工事を中断して原状回復の工事をしているが、諸般の事情により現在の状

況が原状回復の限度となっているため、現在の状態で許可申請に係る審査を

25 
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して欲しいことを記載した始末書を提出した（甲１１、甲２６の３）。 

   オ 被申請人稲敷市は、△△３の土地等に係る事業の事業許可申請について、

平成２８年８月２９日、許可した。なお、同許可に係る事業許可決定通知書

には、許可条件として、廃掃法２条に規定する廃棄物は持ち込まないことと

していた（甲１０の５）。 5 

(8) 申請人ａらによる通報及びその後の被申請人稲敷市等の対応状況 

  ア 申請人ａは、平成２８年６月２０日、被申請人稲敷市に対して連絡をし、

寺所有山林で、勝手に木が伐採され土が入れられたなどと相談をした（甲２

６の３）。 

   イ 被申請人稲敷市は、平成２８年７月４日、申請人ｄとの間で、不法投棄さ

れた残土の撤去及び原状回復について話合いをした（甲２６の３、甲２７【１

８頁及び資料１５】）。 

10 

   ウ 被申請人稲敷市は、被申請人ｘに対し、平成２８年１１月４日付けで、稲

敷市条例１６条に基づき、寺所有山林外２筆の土砂等の埋立てについて報告

を求めた（乙Ｅ５）。 

これに対し、被申請人ｙは、被申請人ｘ名義で、平成２８年１１月２８日

付け報告書を提出した。同報告書には、埋立て等の面積約２７００㎡、埋立

て等の目的「進入路」、土地の使用権限に係る土地所有者との契約状況「口頭

同意」、土砂等の搬入時期「平成２８年５月２０日から６月１０日頃」、土砂

等の搬入量「測量が入れない為正しい値がわからない」、搬入土砂等の排出

元「不明（許可地以外の土砂）」、土砂等の運搬者「不明（許可地以外の土砂）」

などの記載がある。 

（乙Ｅ１５） 

15 

20 

   エ 被申請人稲敷市及び茨城県は、平成２８年１１月３０日、被申請人ｘに対

し、寺所有山林外２筆の埋立てが稲敷市条例６条１項に違反し、また、茨城

県条例６条１項にも違反することから、同年１２月２０日までに土砂等の撤

25 



13 
 

去計画書を提出の上、平成２９年３月１０日までに土砂等の撤去を行うよう

指示した（甲２６の３及び５、乙Ｅ６）。 

   オ 被申請人稲敷市及び茨城県は、平成２９年７月１８日、被申請人ｘ及びａ

ｊに対し、寺所有山林外２筆の埋立てが稲敷市条例６条１項に違反し、また、

茨城県条例６条１項にも違反することから、同年８月７日までに土砂等の撤

去計画書を提出の上、同年１０月３０日までに土砂等の撤去を行うよう指示

した。 

さらに、同日、被申請人ｘに対し、共同墓地外１筆の土地の埋立てが稲敷

市条例６条１項に違反し、また、茨城県条例６条１項にも違反するおそれが

あるとして、同様の指示をした。 

（甲２６の３及び５、乙Ｅ７の１ないし３） 

5 

10 

カ 被申請人稲敷市及び茨城県は、平成３０年１月２９日、申請人ａ及び申請

人ｄの希望により、△△１地付近５点から試料を採取し、混合での土壌検査

を依頼した。ａｋ社が同検体を検査したところ、ふっ素は０．４㎎／ℓ、水素

イオン濃度指数は１１．６であった。 

（甲２６の３及び５） 

15 

キ 被申請人稲敷市及び茨城県は、平成３０年４月１３日、被申請人ｘに対し、

寺所有山林外２筆の土地に土砂等を埋立て等した行為が稲敷市条例６条１

項に違反し、また、茨城県条例６条１項にも違反することから、同年５月２

日までに土砂等の撤去計画書を提出の上、同年７月２３日までに土砂等の撤

去を行うよう指示し（甲２６の３及び５、乙Ｅ９の２）、共同墓地外１筆の土

地に土砂等を埋立て等した行為についても稲敷市条例６条１項に違反し、ま

た、茨城県条例６条１項にも違反するおそれがあるとして同様の指示をした

（甲２６の３及び５、乙Ｅ９の１）。 

  さらに、被申請人稲敷市は、同日、被申請人ｘに対し、△△１の土地外 1

筆の土地に土砂等を埋立て等した行為が稲敷市条例１２条１項に違反する

20 

25 
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として、同様の指示をした（乙Ｅ１０）。 

被申請人稲敷市は、その後、被申請人ｘ及び被申請人ｙに対し、平成２７

年１１月２日以降の法人代表者は商業登記簿謄本上の代表取締役ａｄでは

なく、契約書に基づき被申請人ｙが代表者であることで間違いないか報告を

求め（乙Ｅ８の１）、茨城県も、被申請人ｘ及び被申請人ｙに同趣旨の報告を

求めた（甲２６の５）。 

これに対し、被申請人ｘの登記上の代表取締役ａｄは、平成３０年４月１

８日付け書面で被申請人ｘの代表者が被申請人ｙであることを肯定する回

答を被申請人稲敷市に対して行った（乙Ｅ１６）。なお、ａｄは、茨城県に対

しても、同趣旨の回答をした（甲２６の５）。 

5 

10 

   ク 被申請人稲敷市及び茨城県は、平成３０年４月１３日、ａｊに対し、寺所

有山林外２筆（稲敷市ａｂ字上●●△△、同△△４）の土地に土砂等を埋立

て等した行為が稲敷市条例６条１項に違反し、また、茨城県条例６条１項に

も違反することから、同年５月２日までに土砂等の撤去計画書を提出の上、

同年７月２３日までに土砂等の撤去を行うよう指示した（甲２６の３及び

５）。 

その際、被申請人稲敷市は、ａｊに対し、稲敷市ａｂ字●●△△３の土地

等外数筆に土砂等を埋立て等した行為について、①埋立て等の行為は、被申

請人ｘの被申請人ｙが主導で行い、ａｊは一切関与していないか、②申請書

の事業主欄に記名したのは、被申請人ｘからの依頼に基づき、了承したもの

かの報告を求めた（乙Ｅ８の３）。なお、茨城県もａｊに同趣旨の書面を送付

した（甲２６の５）。 

これに対し、ａｊは、平成３０年４月２５日付け報告書で前記①及び②に

ついてのいずれも肯定する趣旨の回答を稲敷市に対して行った（乙Ｅ１７）。

なお、ａｊは、茨城県に対しても、同趣旨の書面を提出した（甲２６の５）。 

15 

20 

25 

   ケ 被申請人稲敷市は、代表取締役ａｄ、実質的経営者被申請人ｙとして被申
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請人ｘに対し、平成３０年８月２２日、△△１の土地外１筆の土地に土砂等

を埋立て等した行為が稲敷市条例１２条１項に違反するとして、また、共同

墓地外１筆の土地に土砂等を埋立て等した行為が稲敷市条例６条１項に違

反するとして、いずれについても、同年９月４日までに土砂等の撤去計画書

を提出の上、同年１１月１８日までに土砂等の撤去を行うよう指示する旨記

載した文書を交付し、その旨指示した（乙Ｅ１１の１及び２）。 

さらに、被申請人稲敷市は、被申請人ｘに対し、平成３０年８月２２日付

けで、措置命令の前提として、弁明の機会の付与通知書を送付した（乙Ｅ１

２）。 

これに対し、ａｄは、平成３０年９月５日付け書面で、被申請人ｘの実質

的経営者は被申請人ｙであり自分は一切関わりがない旨の書面及びａｄが

被申請人ｙに対し平成２７年１１月１日付けで被申請人ｘを譲渡する旨の

譲渡契約書を提出した（乙Ｅ１８、乙Ｅ１９）。 

5 

10 

   コ 被申請人稲敷市は、平成３０年９月１３日、被申請人ｘ（代表取締役ａｄ、

実質的経営者被申請人ｙ）に対し、共同墓地及び△△２の土地で行っている

事業は、稲敷市条例第６条第１項に違反しているとして、同条例第１１条の

規定に基づき、両土地に搬入した土砂等の撤去を平成３０年１１月２６日ま

でに完了することを命ずる旨の措置命令を出した（乙Ｅ１３）。 

15 

   サ 被申請人稲敷市は、平成３１年２月６日、茨城県稲敷警察署長に対し、被

告発人を被申請人ｘ、ａｄ、被申請人ｙとし、告発事実を上記措置命令の履

行期限を過ぎても当該土砂等を撤去しないこと、告発の趣旨を稲敷市条例１

１条違反、同条例２２条第１項第２号の罰則に該当することとして、告発し

た（乙Ｅ１４、乙Ｅ４９）。 

その後、被申請人稲敷市は、水戸地方検察庁土浦支部から、被申請人稲敷

市からの告発については不起訴処分とする旨の電話連絡を受けた（審問の全

趣旨）。 

20 

25 
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(9) 被申請人ｙ及び被申請人ｖに対する略式命令 

被申請人ｙ及び被申請人ｖは、以下の罪となるべき事実（罪名及び罰条は、

茨城県条例違反、同条例２３条１項１号、６条１項、刑法６０条）につき、各

罰金１００万円の略式命令を受け、平成３１年３月２０日、確定した（甲２２）。 

被申請人ｙ及び被申請人ｖは、被申請人ｙが実質的経営者である被申請人ｘ

を事業者、△△１の土地を事業区域として、稲敷市条例に基づく稲敷市長の事

業許可を受けて土砂埋立て事業を行っていたものであるが、共謀の上、茨城県

知事の許可を受けないで、かつ、法定の除外事由がないのに、平成２８年１月

中旬頃から同年６月中旬頃までの間、共同墓地及び寺所有山林の面積が合計５

０００㎡以上である土地に、同所以外の場所から採取した土砂等約２万５５９

３㎥を搬入して埋立て、もって無許可で埋立て等区域の面積が５０００㎡以上

である土地の埋立て等を行ったものである。 

5 

10 

  (10) ａｉ社に関する経緯等 

   ア ａｉ社は、ａｐから廃掃法１４条６項に基づく産業廃棄物処分業の許可

（事業の区分「固化による中間処理」、産業廃棄物の種類「汚泥（建設工事に

係る汚泥及び浄水場汚泥に限り、石綿含有産業廃棄物及び特別管理産業廃棄

物であるものを除く。）」、新規許可昭和５４年１２月１４日、更新許可平成

２２年２月１０日、許可の有効年月日平成２６年１２月１４日）を受けて産

業廃棄物処理を行っていた（乙Ｅ４４）。ａｉ社は、建設現場から出る汚泥に

セメントないし生石灰（せいせっかい）を混ぜるなどして乾燥させ改良土と

する処理などを行っていた（参考人ａｎ【２、１６頁】）。 

15 

20 

   イ ａｉ社は、平成２７年９月２９日から平成２９年１月２３日までの間に６

回にわたり、自社の中間処理施設において採取した処理前汚泥及び処理後再

生土のａｒ社による土質分析報告書を提出しているところ、処理前汚泥のふ

っ素は０．２２㎎／ℓから０．７４㎎／ℓ、水素イオン濃度指数は８．１（１

６℃）から１１．８（２５℃）であり、処理後再生土については、ふっ素は

25 
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０．２０㎎／ℓから０．３６㎎／ℓ、水素イオン濃度指数は、８．５（１４℃

又は１９℃）から８．８（２５℃）の範囲に収まっていた（乙Ｅ３３の１か

ら６まで）。 

ウ ａｐは、令和元年１０月８日、ａｉ社に対し、産業廃棄物処分業の許可の

取消し処分をした。処分理由は、少なくとも平成２７年７月から令和元年６

月までの間、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有してい

ない業者に対し運搬費及び処分費に相当する金額を支払った上で汚泥処理

後物を引き渡し、また、平成２７年１１月から平成２８年６月までの間に無

許可業者へ引き渡された汚泥処理後物は、茨城県稲敷市の残土埋立て現場へ

搬入され、埋め立てられたことが、廃掃法１４条１２項及び１２条５項の規

定に違反し、１４条の３の２第１項５号に該当するというものであった（甲

５７）。 

5 

10 

  (11) 本件申請及び参加申立て、公害等調整委員会による調査、期日等 

ア 申請人ａ、申請人ｄ、申請人ｃ、申請人ｅ、申請人ｆ、申請人ｇ、申請人

ｈ、申請人ｉは、令和元年６月３日、本件責任裁定申請を申し立てた（公調

委令和元年（セ）第３号）。 

なお、ａｓ（ａｃ居住）、ａｔ（ａｃ居住）、ａｕ（茨城県稲敷市ａｖ居住）、

ａｊ（ａｃ居住）、ａｗ（ａｃ居住）は、本件の申請人であったが、前者３名

は令和２年７月２７日付け取下書により、後者２名は令和３年１１月８日付

け取下書により、いずれも本件責任裁定申請を取り下げた 。 

          （甲６７、甲６８、審問の全趣旨） 

15 

20 

イ 参加人ｂ、参加人ｊ、参加人ｋ、参加人ｎ、参加人ｐ、参加人ｒ、参加人

ｓ、参加人ｔ、参加人ｕは、令和２年９月７日、本件責任裁定申請事件への

参加を申し立て、裁定委員会は、令和２年１０月２８日、参加を許可した（公

調委令和２年（セ）第７号）。 25 

ウ 公害等調整委員会事務局は、令和２年１０月５日及び令和３年８月５日、
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本件無許可埋立地及びその周辺において、土壌汚染及び水質汚濁に関する調

査を行った（以下、令和２年１０月５日に実施した調査を「第１回調査」、令

和３年８月５日に実施した調査を「第２回調査」という。）。 

また、公害等調整委員会は、外部業者に委託し、令和３年８月、埋め立て

られた土地の代表地点においてボーリングを行って土壌採取及び土壌調査

等を行ったほか、同年１０月頃までの間、同ボーリング孔に設置した観測井、

周辺井戸、水たまり等の水質調査等を行った（別紙３の図面参照）。 

本件に関し公害等調整委員会が選任した土壌汚染に関する専門委員は、第

１回調査及び第２回調査並びに委託調査の結果等に基づき意見書１通（職７）

を作成し、また、本件に関し公害等調整委員会が選任した樹木生理学・樹木

医学に関する専門委員は同調査の結果等に基づき意見書３通（職４、５、８）

を作成した。 

（職１、３から８まで） 

5 

10 

エ 裁定委員会は、令和４年１月１７日、本件の第１回審問期日を開催して

尋問（参考人ａｊ、参考人ａｎ、参考人ａｘ、被申請人ｖ、参考人ａｅ）

を実施し、令和５年４月１３日、第２回審問期日を開催して、同審問期日

において審問を終結した（審問の全趣旨）。 

  なお、裁定委員会は、令和５年４月１３日、本件を職権で調停に付し調

停を試みたが、令和５年６月２９日、合意が成立する見込みはないと判断

し、調停を打ち切った（審問の全趣旨）。 

15 

20 

 ２ 争点 

  (1) 公害紛争該当性（本案前の主張） 

  (2) 被申請人ｘ、被申請人ｙ、被申請人ｖの責任 

  (3) 被申請人ｗの責任 

  (4) 被申請人稲敷市の責任 

  (5) 申請人ａの損害の範囲及び金額 

25 
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  (6) 申請人ａ以外の申請人らの損害の範囲及び金額 

 ３ 争点に対する当事者の主張 

  (1) 公害紛争該当性（本案前の主張） 

   【被申請人稲敷市の主張の概要】 

寺所有山林及び共同墓地に埋め立てられた土壌が環境基準を超過するふっ

素等を含有しているとは認められない。また、水素イオン濃度は、土壌の汚

染の基準としては、現在も、環境基準においては規制されていないところ、

本件当時は、被申請人稲敷市においても、水素イオン濃度は規制していなか

ったから、被申請人稲敷市との関係では水素イオン濃度は「公害」とはいえ

ない。よって、本件においては、そもそも「公害」があるとは認められな

い。 

さらに、申請人らは、実質的には、土壌汚染や水質汚濁といった「公害」

が生じたことではなく、本件無許可埋立てにより同意なく土壌の埋立てやそ

のための樹木の伐採が行われたことを理由に撤去費用等及び慰謝料の支払を

求めるものであるから、本件申請は、公害に関する紛争には当たらず、却下

されるべきである。 

5 

10 

15 

   【申請人らの主張の概要】 

否認し争う。ふっ素については当然に公害に該当するほか、水素イオン濃

度が高い場合（アルカリ性）又は低い場合（酸性）は、人の健康又は生活環

境に悪影響を与えるから、本件無許可埋立てにより埋め立てられた土壌が強

アルカリ性を示す場合には、公害としての土壌汚染を構成することは明らか

であり、環境基準が定められているかどうかという点は、公害であるか否か

の判断基準とはならない。 

20 

  (2) 被申請人ｘ、被申請人ｙ、被申請人ｖの責任 

【申請人らの主張の概要】 

被申請人ｙ及び被申請人ｖは、建設汚泥に石灰等を入れて中間処理した建

25 



20 
 

設汚泥処理物を埋立てに使用することを知っており、そのような処理物を使

用すれば強アルカリによる土壌汚染等を引き起こすことを十分に予見可能で

あったにもかかわらず、平成２７年１１月２日、被申請人稲敷市に対し、建

設汚泥処理物が市場価値がなく捨て代の支払を受けて引き取る逆有償である

ことを告げずに、寺所有山林、共同墓地に隣接する△△１の土地に埋立てを

する許可を得て、埋立てを開始した。被申請人ｙ及び被申請人ｖは、許可さ

れた土地を越えた埋立てに前記のような建設汚泥処理物を使用すれば、埋め

立てた土地の周辺地域にも土壌汚染等を引き起こすことを予見することがで

きたにもかかわらず、平成２８年１月中旬頃からは許可の範囲を超えて共同

墓地に埋立てをし、同年３月中旬頃からは寺所有山林の埋立てを開始し、最

終的に被申請人稲敷市が許可できる５０００㎡を超え、茨城県の許可を得る

こともないまま、許可地、寺所有山林及び共同墓地が地続きとなるほどの広

大な土地に埋立てを行ったのであるから、土壌汚染及び水質汚濁について損

害賠償責任を負う。 

被申請人ｘは、被申請人ｙ及び被申請人ｖの使用者としての責任を負う。 

なお、申請人ａの関係者（亡ｃ）や地元住民が、被申請人ｖに対して樹木

の伐採や埋立てを許可した事実はない。  

5 

10 

15 

【被申請人ｖの主張の概要】 

埋立てに関する許可申請の手続は、被申請人ｙが行っていたため、被申請

人ｖは詳しい申請状況を把握しておらず、寺所有山林及び共同墓地について

も埋立ての許可があるものだと理解していた。また、被申請人ｖは、地元住

民のａｙから、申請人ａの墓の土手が崩落しており墓石が落下する危険性が

あると言われ、当時の地元の区長であるａｚと亡ｃに現場を視察してもらっ

た上で、区長及び地域住民から埋立てを依頼され、亡ｃの承諾を得た上で本

件無許可埋立てを行った。 

さらに、被申請人ｖは、ａｉ社から持ち込まれる土砂が適正に処理された

20 

25 
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改良土であることを土砂の検査結果で確認し、被申請人稲敷市から、ａｉ社

の改良土は以前から処理場を確認し定期的に土砂の検査結果を送ってきてい

るので問題なく許可している業者ということを聞いたので、埋立ての許可を

得て土砂を搬入した。許可地と本件無許可埋立地にはａｉ社から搬入した同

じ改良土を埋め立てており、周辺環境を汚染させるものであるとの認識はな

く、土壌汚染を引き起こすことの予見は不可能であった。 

5 

  (3) 被申請人ｗの責任 

【申請人らの主張の概要】 

被申請人ｗは、被申請人ｘに対し捨て代を支払って埋立て現場に土砂を搬

入していたのであり、平成２７年１１月２日の当初から、建設汚泥に石灰等

を入れて中間処理した建設汚泥処理物を埋立てに使用すること、そのような

処理物を使用すれば強アルカリによる土壌汚染等を引き起こすことを予見可

能であった。また、被申請人ｘが許可を得ずに無断で寺所有山林及び共同墓

地に埋立てを拡大していることを知りうる状況で土砂を搬入したのであるか

ら、これによる土壌汚染及び水質汚濁について損害賠償責任を負う。 

10 

15 

【被申請人ｗの主張の概要】 

被申請人ｗは、被申請人稲敷市の許可のある△△１の土地に土砂を運搬し

ただけであり、寺所有山林及び共同墓地に建設汚泥処理物を不法に投棄した

という認識はない。埋立て現場の受入口まで土砂を運んだ後は、被申請人ｙ

及び被申請人ｖが具体的な埋立て場所まで土砂を運び入れたのであるから、

土砂の占有は、現場の受入口において被申請人ｗから被申請人ｘ、被申請人

ｙ又は被申請人ｖに移転したのであり、被申請人ｗの行為は不法行為を構成

しない。 

なお、改良土とは建設残土であると認識しており、本件無許可埋立てを行

っていた当時は残土を運搬していたと認識していた。残土はａｉ社の汚泥中

間処理施設場にあるＢ槽及びＣ槽から汚泥処理後の再生資材（処理後物品）

20 

25 
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として引渡しを受けた。ａｉ社の元責任者のａｎ氏から残土に石灰を混ぜて

改良土にしていると聞いたことがあるが、実際に作っているところを見たこ

とはないし、ｐＨが何を示すのか認識しておらず土壌汚染等を引き起こすこ

との予見は不可能であった。 

  (4) 被申請人稲敷市の責任 5 

【申請人らの主張の概要】 

ア 主位的主張（本件事業許可の違法） 

   環境省が平成１７年７月２５日付けで発出した通知（甲４５）では、建

設工事に伴って生じる産業廃棄物たる建設汚泥が土地造成や土壌改良に用

いる建設資材と称して不法投棄されたり、「土砂」と偽装されて残土処分場

に持ち込まれる事例が多発しており、これらは中間処理の内容によっては

高いアルカリ性を有し周辺水域へ影響を与えるなどして、生活環境の保全

上支障が生ずるおそれがあるとしている。前記通知において建設汚泥処理

物が廃棄物に該当するか有価物に該当するかを判断する際の考慮要素とし

ている点について、本件では、物の性状につき、適正な再生利用はなされ

ておらず、取引としては逆有償（被申請人ｘは被申請人ｗから捨て代を徴

収していた）であるから、実質的にみて、本件で埋立てに使用された土砂

は稲敷市条例でいうところの「土砂」（２条１号）ではなく、産業廃棄物と

しての「汚泥」であったというべきである。 

そして、稲敷市条例は「土砂」の中に廃掃法 2条 1項に規定する「廃棄

物」は除くと規定しているところ、環境省の前記通知が発せられ、稲敷市

条例が制定されたのは平成１７年であり、稲敷市条例が制定されたのは、

各地で本件と同様の強アルカリの土砂の投棄等が行われていたという立法

事実を含むものである。被申請人稲敷市の職員は、平成２７年１１月２日

に被申請人ｘから本件事業許可の申請があった際、被申請人ｘが提出した

資料を漫然と信用せず、質問や処理施設に対する立入り調査等を行えば、

 

10 

15 

20 

25 
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本件で埋立てに使用される物が強アルカリ性であり、埋め立てられれば周

辺環境を汚染する可能性があることを認識できたにもかかわらず、何らの

手立てをとらず、漫然と許可をしたことは、国家賠償法上の違法がある。 

なお、茨城県は、毎年７月から９月頃、県内の市町村の廃棄物の不法投

棄や残土条例に関する担当者を対象に、研修会を開催しており、被申請人

稲敷市の職員も、毎回出席しているところ、平成２７年の研修の資料にお

いても前記通知について明記されているから、前記通知の内容は稲敷市担

当者にも周知されていた。また、平成２７年の研修の説明においては、建

設汚泥処理物が残土ではなく、産業廃棄物の可能性があることについて注

意喚起する説明もなされていた。従って、被申請人稲敷市は、本件無許可

埋立てにかかる一連の行為が行われた時期、前記環境省の通知の存在を知

っていたし、建設汚泥処理物が産業廃棄物に該当することがあること、産

業廃棄物に該当するか否かについての判断基準についても十分に知ってい

たはずであるし、仮に知らなかったとしても、知ることができたはずであ

る。被申請人稲敷市は、許可申請者から提出された書類において、建設汚

泥処理物が搬入される疑いがあることは分かったはずであるから、金銭の

流れを確認して、建設汚泥処理物が産業廃棄物に該当するか否かの調査を

すべきであったのであり、調査を実施すれば、逆有償であったことが容易

に判明したはずである。また、本件で埋め立てられる物は、建設汚泥処理

物であり、生石灰を混入したものなのであるから、高アルカリ性を示すこ

とは容易に予測できたことである。改良土として適切に処理されていたと

しても、それは生石灰等の薬品が混入されているものであり、周辺環境に

負荷を与える可能性のあるものである。 

5 

10 

15 

20 

イ 予備的主張（平成２８年３月以降の稲敷市条例に基づく権限不行使の違

法） 

被申請人稲敷市の職員は、平成２８年３月以降同年６月１８日頃の本件

25 
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無許可埋立て完了までの間に、被申請人ｖらが許可の範囲を超え、許可地

外に埋立てをしていることを認識しあるいは認識し得たところ、許可した

土地の範囲を超えて建設汚泥処理物を不法に投棄するような場合には、有

害物質や土壌汚染等物質が流出して、周辺環境を汚染し、動植物に悪影響

を与える可能性が高いことを認識すべきであり、稲敷市条例１１条に基づ

き、調査や埋立ての停止等の措置を命じるべきであったにもかかわらず、

必要な権限の行使を怠ったことは、国家賠償法上の違法がある。 

被申請人稲敷市の職員は、仮に産業廃棄物の不法投棄に関する指導・監

督等を行う権限がなかったとしても、稲敷市条例に基づく土砂埋立てであ

るということを装って、実は産業廃棄物の不法投棄を行っていたことが明

らかになったのであれば、土砂埋立ての許可を取り消して直ちに土砂埋立

てを停止させ、かつその埋め立てた土砂の撤去を求めることは可能だった

し、そのようなことを行う義務があったものというべきである。  

5 

10 

   ウ なお、前記ア及びイを含む本件の一連の事情を重畳的に評価しても、被

申請人稲敷市の本件事業許可及びその変更許可並びに稲敷市条例に基づく

権限不行使は違法である。 

15 

【被申請人稲敷市の主張の概要】 

ア 申請人らの主位的主張（本件事業許可の違法）について 

行政機関は、法令、条例等に照らし、必要な書類が添付されて、許可申

請書の提出がされれば所定の手続に従って許可しなければならないとこ

ろ、ａｉ社からは、本件の申請以前から、処理前（汚泥）と処理後（再生

土）の濃度計量証明書、地質分析結果証明書等が提出されており、その証

明書において処理後（再生土）のｐＨ値は４以上９未満を満たしていたか

ら、申請人らが主張する環境省の指針における「①物の性状」としては、

品質管理されていたと認められ、廃棄物であると疑うべき事情はなかっ

た。被申請人稲敷市は、ａｐ指導室からａｉ社の事業取消し処分の報告を

20 

25 
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受け、顧問弁護士を通じ告発事件の事件記録を取り寄せて、初めて逆有償

により搬入された土砂であったことを知ったものである。 

なお、茨城県から被申請人稲敷市に対し平成２５年通知「行政処分の指

針について」（甲７５）が通知されたことはなく、被申請人稲敷市が、平成

１７年通知（甲４５）及び平成２５年通知を認識した時期は、本件責任裁

定申請事件が係属した後であった。また、茨城県の研修会では、「行政処分

の指針について」の説明はなく、資料に名称が記載されているのみであっ

た。さらに、産業廃棄物に関して規制権限のある各都道府県が許可した産

業廃棄物処理施設から発生した建設汚泥処理物で、提出された計量証明書

における性状に問題が無い場合、各市町村では廃棄物と判断することはで

きず、条例で改良土に関する規制がない場合は許可しなければならない。

ａｉ社は、平成１７年通知の後、平成２２年にａｐにおいて中間処理施設

の許可を得ていることから、ａｉ社の中間処理施設から発生する建設汚泥

処理物についての廃棄物該当性を判断する権限はａｐにあり、稲敷市は指

導権限がなく、建設汚泥処理物の性状を調査する権限もないほか、廃棄物

該当性を判断することができず、同建設汚泥処理物は有価物と判断するの

は当然であり、有価物と判断するしかない。被申請人稲敷市には、金銭の

流れを調査する権限はないから、逆有償であるか否か調査することもでき

ない。稲敷市にできるのは、疑わしいことがあればａｐに連絡することで

あるが、本件事業の許可申請がなされた当時、ａｉ社からの建設汚泥処理

物について疑わしいと認めるべき事情はなかった。ａｉ社から提出された

計量証明書では高アルカリ性を示す数値は書かれていないことから、市職

員において、搬入された建設汚泥処理物が高アルカリであることを予見す

ることはできない。 

さらに、環境省においても適正に処理された建設汚泥処理物（改良土）

の利用を推進しており、また、ａｐにおいても改良土を用いた事業が多数
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施工されていることからすれば、改良土が周辺環境に負荷を与えるとの主

張は失当である。 

したがって、申請当初の時点で産業廃棄物であることを疑い、申請人ら

が主張するような調査をすべき義務はなかった。 

イ 申請人らの予備的主張（平成２８年３月以降の稲敷市条例に基づく権限

不行使の違法）について 

   被申請人稲敷市の担当職員は、平成２８年３月の段階では本件無許可埋

立地付近に赴いておらず、許可範囲を越えた埋立てがなされたことを認識

していなかったが、同年４月６日付けで申出がなされた△△３の土地等に

係る事業に関する事前協議が行われる前に、現場に行った際、被申請人ｙ

に対し、「区域外に入っているから区域内に移動させた方がいい」と指導し

た。 

   また、被申請人稲敷市の担当職員は、申請人ｄの苦情申立てを受けた

後、短期間のうちに、被申請人ｖらに指導を行い、工程表、要望への回答

書を作成させ、事業者に複数回にわたって指導を行い、それに応じないこ

とから書面による指導、命令、告発、さらに土砂の撤去指示をした。ま

た、被申請人稲敷市は、ａｐからａｉ社の産業廃棄物処分業の許可を取り

消したとの報告を受け、茨城県へ直ちに報告した。さらに、被申請人稲敷

市は、平成３１年２月６日、茨城県稲敷警察署に対し、刑事告発をした。

（なお、条例に基づく土砂等の埋め立てによって産業廃棄物の不法投棄が

されていたのであれば、稲敷市条例による土砂等の撤去命令ではなく、廃

掃法に基づく措置命令、具体的には、ａｐ又は茨城県による原状回復の措

置命令によって対応されなければならない（ａｐにおいてａｉ社の許可取

消しを行った時点で、ａｉ社から搬入された改良土について、本件無許可

埋立地を含む全撤去の措置命令を出し、改良土を撤去させるのが、廃掃法

に基づきなし得る手続である。）。） 
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このような経過からすれば、稲敷市の担当職員の対応が、許容される範

囲を逸脱して著しく合理性を欠くとは認められない。 

   ウ 一連の事情を重畳的に評価した場合の違法性についても争う。 

  (5) 申請人ａの損害の範囲及び金額 

   【申請人ａの主張の概要】   

 ア 共同墓地にかかる申請人ａの権限 

   共同墓地は、元々は申請人ａの所有地であったが、明治初期に政府から

所有権を奪われ、所有者が「大字ａｂ及び大字ａｃ」となり、地目が「共

同墓地」となった。しかし、共同墓地は大字ａｂ及び大字ａｃの部落が管

理するものではなく、申請人ａの檀家以外は墓を持つことができないもの

であるから、申請人ａが代表して共同墓地に関する意見を述べることは、

大字ａｂ、大字ａｃの構成員が納得していることである。 

   よって、申請人ａは、①共同墓地の実質的な所有権、②ａｂ地区とａｃ

地区の構成員に総有的に帰属する共同墓地の管理権を有する者、③共同墓

地の共有持分権のいずれかに基づき、寺所有山林のみならず、共同墓地に

関しても以下の損害の賠償請求をすることができる。 

5 

  

  

10 

  

15 

   イ 土壌汚染による樹木の枯死等に関する損害 

   本件無許可埋立てにより生じた、樹木の伐採、盛土による根系の酸素不

足及び土壌汚染（高ｐＨ）が原因となり、これまで良好な森林が維持され

ていた寺所有山林及び共同墓地の樹木が枯死するなどしたから、同樹木の

交換価値相当額の損害賠償を請求する。被害総額は２２０万円であり、こ

のうち、土壌汚染により枯死した樹木の損害額は１７万３０００円であ

る。 

  

20 

   ウ 植樹費用 

  申請人ａは、今後予定される本堂の建築材料として使用するために森林

を再生する（植樹する）必要があるところ、そのための費用は４万３８２
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６円（（スギ枯死分５１本×スギ単価２５６円）＋（カシ類枯死分１４本×

カシ類単価８０５円）＋（植栽費用単価３００円×６５本）） である。 

エ 土壌の原状回復に要する費用 

(ｱ) 主位的主張：本件無許可埋立てにかかる建設汚泥処理物等を全量撤去

する場合の費用 

地下水の汚染を防ぎ、森林を再生させ、そこに育まれていた生態系を

回復するためには、投棄された建設汚泥処理物等を全量撤去する以外の

方法はない。森林再生のためには、建設汚泥処理物等全量撤去後、高ｐ

Ｈ値に曝された旧来の土地の上部５０㎝程度を除去し、自然の山砂を客

土するのが相当である。建設汚泥処理物等を撤去するための費用は８億

１８９７万６０００円（本件無許可埋立地建設汚泥処理物等総量２５５

９３㎥×建設汚泥処理物等比重推定１．６×建設汚泥処理物等撤去処分

費全国平均２０円／㎏）であり、土壌５０㎝を撤去する費用は１３１０

万５７５０円（本件無許可埋立地面積７４８９㎡×０．５ｍ×３５００

円（土砂掘削積込費用５００円／㎥＋運搬工３０００円／㎥））であり、

その上に自然の山砂を５０㎝の高さまで客土する費用は１４４１万６３

２５円（本件無許可埋立地面積７４８９㎡×山砂価格３８５０円／㎥×

０．５ｍ）であって、これらに運搬費用、埋立て作業費用が必要とな

る。 

5 

10 

15 

(ｲ) 予備的主張：本件無許可埋立地を舗装する場合の費用 

   仮に、土壌表層の舗装などの雨水の浸透防止によるふっ素およびアル

カリ物質の流出量の低減による汚染の拡散防止と周辺の井戸の継続的な

監視という対策が妥当だと判断される場合には、下記ａからｃまでの合

計１億２９８６万０２５０円の損害が認められるべきである。但し、こ

の方法は、土壌表層を舗装してしまうため、森林の再生にはならず、本

件の解決を図る上では適切な方法ではない。 

20 

   

25 



29 
 

ａ 本件無許可埋立地の舗装 

本件で高ｐＨ値の建設汚泥処理物等が不法投棄された土地の面積

は、７４８９㎡である。舗装工事の単価は、１０００㎡程度の場合、

「掘削、路盤、表層込み」で「重機運搬費、諸経費、消費税別」で、

４００万円から９００万円の間である。この費用には、重機運搬費

用、諸経費が含まれていないから、それらの費用も含めて考えると、

前記の金額の中間値よりも少し高額な７００万円程度の費用が掛かる

ものと考えるのが相当である。 

従って、寺所有山林及び共同墓地の舗装を行うための費用として

は、７００万円×７．４８９㎡= ５２４２万３０００円となる。 

5 

10 

ｂ 周辺の井戸の監視費用 

本件で、周辺の井戸の継続的な監視を行う場合、少なくとも、寺所

有山林及び共同墓地の上流の参加人ｂ、下流の参加人ｎ、申請人ａの

井戸について、年４回、５０年にわたって監視を行うべきである。 

茨城県が行う井戸水の水質検査の費用は、１３項目について 1件に

つき８２５０円であるから、井戸水の監視費用は、８２５０円×３件

×４回×２５. ７２９８（(５０年に相当するライプニッツ係数） = 

２５４万７２５０円となる。 

なお、井戸の監視費用については、参加人ｂ、参加人ｎ、申請人ａ

が、それぞれ、各自の井戸の監視費用について支払を求めるものであ

るから、申請人ａの井戸監視費用請求額は８４万９０８３円（８２５

０円×１件×４回×２５. ７２９８）となる。 

15 

20 

ｃ 遮水壁の設置費用 

   観測井戸でふっ素濃度やｐＨの値が上昇したり基準値を超過したり

するなどのことがあった場合には、埋立て物の周囲を地下水の流れを

遮るための遮水壁で囲うことも拡散防止に有効である。 
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このための費用としては、敷地面積５００～１０００㎡あたり、５

００万円～１０００万円程度の費用と考えられるから、1万円／㎡程度

と考えられる。本件無許可埋立地の面積は、７４８９㎡であるから、

この遮水壁のための費用は、７４８９万円を要するものと考えられ

る。 5 

 (ｳ) 予備的主張：本件無許可埋立地を中和処理する場合の費用 

  仮に、森林回復のための対策として、埋め立てられた建設汚泥処理物

等の上部の中和処理と地下水の継続監視という対策が妥当だと判断され

る場合には、以下のような損害が認められるべきである。 

ａ 本件無許可埋立地の中和処理 

本件無許可埋立地には、元々、樹高１２mを超える樹が生えていたの

であるから、そのような状態を回復することを考えた場合、造園用の

中和材を用いて中和処理を行い、周辺井戸を監視して、遮水壁を設置

することが考えられる。なお、下記(b)（総額８６９８万２９１７円）

は、樹木が生きていて、樹勢が衰えている場合の方法であるから、樹

木が枯死してしまっている本件においては、下記(a)（総額１億８４０

９万５５５１円）の方法が適している。 

(a) ａａａ社製のａａｂ造園用（粉状）を用いて中和する場合 

本件無許可埋立地（合計７４８９㎡）の、上居部６０cm、下層４

０～９０cm（中間値として６５cmとする）を中和処理する必要があ

るから、合計７４８９㎡×１.２５m=９３６１. ２５㎥を中和する必

要がある。また、本件無許可埋立地のｐＨは、１１程度あることか

ら、このｐＨをおよそ中性(７.７～８. ０)にするためには、前記中

和剤を４０～６０kg／㎥（中間値として５０kg／㎥)使用する必要が

ある。前記中和剤の価格は、１５kg入りの袋が、1袋当たり３４２

０円(=２２８円／kg)であるから、寺所有山林及び共同墓地を的確に

 

10 

15 

20 

25 



31 
 

中和するために要する費用は、９３６１. ２５㎥×５０kg×２２８

円＝ 1億０６７１万８２５０円となる。 

加えて、中和剤の運搬費用は、９３６１.２５㎥×５０/１０００

㎥×１（比重 1㎥あたり１０００kg）×３０００円（運搬工３００

０円／㎥）＝ １４０万４１８７円となる。 

また、掘削費用は、９３６１.２５㎥×５０/１０００kg×５００

円（土砂掘削・積込費用５００円／㎥）=２３万４０３１円となる。 

これらの合計は、１億０８３５万６４６８円となる。 

(b) ａａａ社製のａａｂ液剤（既存緑地の樹勢回復用）を用いて中和

する場合 

この中和剤は、表面に液体状のものを散布するものであるとこ

ろ、本件土地のｐＨは、前記の通り、１１程度あり、これを中性に

中和するためには、この薬剤を５～９倍（中間値として 7倍とす

る）に希釈し、３～５ℓ/㎡（中間値として４ℓとする）を散布する必

要がある（＝原液の量は、０．５７ℓ/㎡となる）。また、２～３回

（中間値は２．５回となるが、四捨五入して３回とする）散布する

必要がある。この薬剤の価格は、関東地方は２０ℓ入り容器が 1万７

５００円(=８７５円／ℓ）であるから、寺所有山林及び共同墓地を的

確に中和するための費用は、 ７４８９㎡×０．５７ℓ×８７５円×

３回＝ １１２０万５４１６円となる。 

加えて、中和剤の運搬費用は、７４８９㎡×０．５７/１０００ℓ

×３回×３０００円（運搬工３０００円／㎥）＝３万８４１８円と

なる。 

散布費用を掘削費用と同様に考えると、その金額は、７４８９㎡

×０．５７/１０００ℓ×３回×５００円（土砂掘削・積込費用５０

０円／㎥）=６４０３円となる。 

5 

10 

15 

20 

25 



32 
 

これらの合計は、１１２５万０２３７円となる。 

    ｂ 周辺の井戸の監視費用 

      前記のとおり申請人ａの井戸監視費用請求額は８４万９０８３円で

ある。 

    ｃ 遮水壁の設置費用 

      前記のとおり７４８９万円となる。 

 

 

 5 

 

オ 弁護士費用 

   申請人ａは、前記アからエまでの損害について、被申請人らに損害賠償

請求をするために弁護士を依頼せざるを得なかったところ、そのための費

用は１２００万円が相当である。 

  

10 

カ 一部請求 

前記アからオまでの合計額は、いずれの算定方法によっても優に２００

０万円を上回るところ、本件責任裁定申請においては、一部請求として、

２０００万円を請求する。 

   【被申請人稲敷市の主張の概要】 15 

   ア 共同墓地にかかる申請人ａの権限について 

   共同墓地は、ａｂ地区とａｃ地区の構成員が総有しているものではな

く、また、申請人ａが大字ａｂの構成員となっていることは否認する。申

請人ａに共同墓地に関して損害賠償を求める権限があるとは認められな

い。 

 

20 

   イ 土壌汚染による樹木の枯死等に関する損害について 

  本件無許可埋立地の木々が枯死した事実は否認する。盛土の下の樹木が

根を張った部分の土壌についての調査結果は存在しない。盛土の高ｐＨに

より樹木が枯死したとはいえない。  

   

   ウ 植樹費用について 

   枯死した樹木の損害において失われた当該樹木の交換価値が既に考慮さ
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れていることから、それに加えて本堂の再建資材として使用するための森

林の再生費用を請求することは、同一の事実について重複する請求をする

ものであり認められない。 

エ 土壌の原状回復に要する費用 

  枯死した樹木の交換価値のみならず土壌の原状回復を含む森林再生費用

を請求するのは重複請求であり認められない。 

(ｱ) 主位的主張：本件無許可埋立てにかかる建設汚泥処理物等を全量撤去

する場合の費用について 

    申請人らの主張する損害は、建設汚泥処理物等が堆積されたことに対

する損害であり、土壌汚染による損害ではなく公害ではないから、裁定

手続における損害賠償請求は認められない。 

    土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインにおい

て、「当該土壌汚染に起因する地下水汚染が生じていないときは、地下水

の水質の測定を指示措置とする」とされており、土壌の掘削除去は、汚

染の拡散のリスクを防止する観点から、抑制的に取り扱うこととされて

いる。また、水素イオン濃度については、土壌の中和作用に照らせば、

実質的な有害性という観点をみても、土壌の撤去は不要である。 

(ｲ) 予備的主張：本件無許可埋立地を舗装する場合の費用について 

ａ 本件無許可埋立地の舗装について 

     争う。また、原告は舗装工事の単価につき、掘削、路盤、表層込み

で計算しているが、本件は道路工事や駐車場工事とは異なり、表層を

覆えば足り、掘削や路盤をする必要はない。 

   ｂ 周辺の井戸の監視費用について 

     争う。茨城県内井戸水水質検査結果（平成２６年度）によれば、３

６％が一般細菌や硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の値が不適合で飲用に

適さないこととなっており、申請人らの中にも既に硝酸態窒素及び亜

5 
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硝酸態窒素の値により飲用に適さない井戸が散見されるのであるか

ら、井戸を使用する者がいるのであれば自己負担で１年に１回以上の

水質検査を受けるのが当然である。 

c 遮水壁の設置費用について 

   争う。本件では地下水のふっ素濃度やｐＨ値は超過していないので

遮水壁は不要である。 

(ｳ) 予備的主張：本件無許可埋立地を中和処理する場合の費用について 

 ａ 本件無許可埋立地の中和処理費用について 

   争う。 

 ｂ 周辺の井戸の監視費用について 

   争う。前述のとおり井戸を使用する者がいるのであれば自己負担で

１年に１回以上の水質検査を受けるのが当然である。 

c 遮水壁の設置費用について 

   争う。前述のとおり本件では現在ふっ素濃度やｐＨ値は超過してい

ないので遮水壁は不要である。 

    5 

    

    

    10 

    

    

15 

オ 弁護士費用について 

  争う。    

【被申請人ｖの主張の概要】 

  いずれも否認し争う。なお、ａｊは、△△３の土地等に係る事業の事業主

であり、無許可で埋立てを行った稲敷市ａｂ△△４の所有者（名義はａａ

ｃ）であるが、平成２８年３月中旬頃から４月、５月頃にかけて同人が土砂

を搬入する際、同人所有の土地の埋立てはほぼ終了していたので、同人が運

び込んだ土砂等を本件無許可埋立地に入れたことは間違いない。被申請人ｗ

の土砂は本件無許可埋立地を含む全域に入っているので、それより少ないこ

とは間違いないが、ａｊは廃車置場にあったコンクリート片を持ち込むなど

しており、持ち込まれた土砂等の性状は悪いと思われ、これが汚染の原因と

 

20 

25 
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なった可能性がある。 

【被申請人ｗの主張の概要】 

  否認し争う。  

  (6) 申請人ａ以外の申請人らの損害の範囲及び金額 

【申請人ａ以外の申請人らの主張の概要】 5 

   ア 平穏生活権の侵害 

飲料水・生活用水として適切な質・量の井戸水を享受する利益は、平穏

生活権の一態様としての浄水享受権として法的保護に値する。申請人ら

は、普段の生活用水として井戸水を利用しているところ、本件無許可埋立

てにより、本件無許可埋立地の土壌はアルカリ性が強くなり、ふっ素は基

準を超過し、本件無許可埋立地の上流・下流を問わず、汚染水が各申請人

らの井戸に流入する可能性があるから、申請人らは、同人らが利用する井

戸水が汚染されるのではないかという合理的な不安感を有しており、平穏

生活権の一態様としての浄水享受権が侵害されている。 

10 

なお、上下水道が整備されていたとしても、かねてより生活用水として

井戸水を利用してきた実態は保護されるべきであり、平成２３年の東日本

大震災時など断水が生じた際に、住民らの生命をつなぐために利用されて

きたから、上下水道の整備を理由に保護に値しないというものではない。

また、申請人らのうちの一部の井戸が硝酸態窒素又は亜硝酸態窒素によっ

て汚染されていたとしても、汚染源の浄化対策を行えば、生活用水として

十分に利用可能であるから、平穏生活権の侵害を否定するものではない。 

15 

20 

   イ 慰謝料額 

平穏生活権の一態様としての浄水享受権の侵害により、申請人らに生じ

た精神的苦痛を慰謝するための慰謝料額は、一人当たり１００万円を下ら

ない。 25 

   ウ 井戸水監視費用 
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     参加人ｂ及び参加人ｎについては、上記イに加えて、それぞれ井戸水監

視費用として年４回５０年間の水質検査費用合計８４万９０８３円（８２

５０円×１件×４回×２５．７２９８）を請求する。 

   エ 弁護士費用 

申請人らは、上記の損害について、被申請人らに損害賠償請求をするた

めに弁護士を依頼せざるを得なかったところ、そのための費用は一人当た

り１０万円が相当である。 

5 

   オ 一部請求 

一部請求として、一人当たりこのうちの５０万円を請求する。 

【被申請人ｖの主張の概要】 

否認し争う。申請人らの中で、井戸水を生活用水として利用している者は

少ない。 

10 

【被申請人ｗの主張の概要】 

 不知又は否認し争う。      

【被申請人稲敷市の主張の概要】 

ア 生活平穏権について 

稲敷市のａｂ、ａｃ、ａｖ地区では、かつては地下水をくみ上げる簡易

水道が利用されていたが、窒素系肥料の使用等により硝酸態窒素及び亜硝

酸態窒素による地下水の汚染が懸念されたことから、昭和６０年に簡易水

道が撤去され、上水道が設置された。このため、現在及び将来、飲用水や

生活用水として井戸の地下水を利用することは法律上保護されるべき利益

とはいえない。そもそも、申請人らの中には、井戸を有していないか、既

に井戸が硝酸態窒素又は亜硝酸態窒素によって汚染されていた者がおり、

申請人ｄは、井戸を４０年以上使用していないのであるから、井戸水の汚

染のおそれを理由とする平穏生活権の侵害を観念しえない。 

また、水道法による水質基準（ｐＨ５．８～８．６）は、水道施設の腐

15 

20 

25 
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食等を防止する観点から策定されたものであり、人に対する影響を考慮し

て策定されていない。国際的には９．５の強アルカリの水道水を適合とし

ていることもあり、ｐＨ値は極端でなければ直接健康に影響するものでは

ない。 

さらに、ａｂ、ａｃ、ａｖ地区の地質構造が明らかであるとはいえず、

仮に本件無許可埋立てにより本件無許可埋立地の土壌がアルカリ性になっ

ていても、汚染物質が拡散している可能性を認める客観的な根拠はなく、

周辺の井戸水が汚染されることに合理的不安があるとはいえない。 

5 

   イ 慰謝料額について 

否認し争う。 10 

   ウ 井戸水監視費用について 

   否認し争う。   

   エ 弁護士費用について 

否認し争う。 

   オ 一部請求について 

否認し争う。 

15 

第３ 当裁定委員会の判断 

 １ 認定事実 

前記前提事実、文中掲記の証拠及び審問の全趣旨によれば、以下の事実が認

められる。 20 

  (1) 本件無許可埋立てに至る経緯、役割分担等 

ア 被申請人ｖと被申請人ｙは、平成２７年５月頃、建設汚泥等の中間処理業

者から捨て代の支払を受けて、中間処理された建設残土等を引き取り、これ

により埋立てをすることで収益を得ることを話し合い、被申請人ｖが初期費

用を負担し、被申請人ｙが埋立てのための土地を探すこととした。 

 被申請人ｖは、被申請人ｗの紹介を受け、被申請人ｗと従前から取引のあ

25 
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るａｉ社とも接触し、交渉した結果、ａｉ社、被申請人ｗ及び被申請人ｖと

の間で、ａｉ社から搬出される建設汚泥処理物を、被申請人ｗが運搬し、被

申請人ｘの埋立て現場に搬入することとなり、建設汚泥処理物の搬出に際し

ては、ａｉ社から被申請人ｗに対して搬出量１立米あたり２６００円（積載

量２０立米のトラック１台につき５万２０００円）を支払い、建設汚泥処理

物の埋立地への搬入に際しては、被申請人ｗから被申請人ｘに対してトラッ

ク１台につき１万２０００円を支払うこととなった。 

    （甲２５の１、甲３２の１及び２、甲３３、参考人ａｅ【１、２頁】、 

審問の全趣旨） 

5 

イ 被申請人ｗとａｉ社の間では、以前から、前記アの建設汚泥処理物の搬出

に際してａｉ社から被申請人ｗに対し金銭を支払う取引が行われていたに

もかかわらず、両者の間では、ａｉ社を売主、被申請人ｗを買主とする建設

汚泥処理物の売買契約書（ａｉ社が、被申請人ｗに対し、１０トンダンプ車

１台につき話合いにより決めた金額で、ａｉ社の中間処理施設において発生

する建設汚泥処理物を売却すること、引渡しはａｉ社の中間処理場内におい

て行うこと、作業の分担について、物品の積込みは甲（ａｉ社）が負担し、

運搬は乙（ｗ）が負担するものとする）が交わされ、３年に１回程度更新さ

れていた（甲２５の１、参考人ａｅ【１、２頁】）。 

10 

15 

ウ 被申請人ｗと被申請人ｘの間では、実際には、上記アのように、建設汚泥

処理物の埋立地への搬入に際して被申請人ｗから被申請人ｘに対し金銭が

支払われるにもかかわらず、平成２７年１１月１７日、被申請人ｗを売主、

被申請人ｘを買主とする建設汚泥処理物売買契約書（被申請人ｗが、平成２

７年１１月１７日から、被申請人ｘに対し、１０トンダンプ車１台に付き１

０００円で、被申請人ｗの中間処理施設において発生する再生資材を売却す

ること、引渡しは△△１の土地において行うこと、作業の分担について物品

の積込みは甲（ｗ）が負担し、運搬は乙（ｘ）が負担するものとする）を作

20 
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成した。契約書の被申請人ｘの社印は被申請人ｙが押印した。 

（甲２５の１、甲２９【２、３頁及び資料１】、参考人ａｅ【１、２頁】） 

エ 被申請人ｙは、被申請人ｘの登記上の代表取締役であるａｄとの間で譲渡

契約を締結し、同社を譲り受けた。さらに、稲敷市内で埋立てのための土地

を探し、△△１の土地の所有者と賃貸借契約を結び、周辺住民の同意を得て、

被申請人ｘ名義で、平成２７年１０月、被申請人稲敷市に事前協議書等を提

出し、同年１１月２日、事業許可申請書等を提出したほか、同年１２月１８

日、事業内容等変更許可申請書等を提出するなどした。 

（甲２８の２、甲２９、甲３０、甲３１、甲４４の６） 

5 

オ 被申請人ｖは、本件事業及び本件無許可埋立てに係る一連の埋立てに際し、

測量費、重機オペレーター費用、重機リース費用等を負担したほか、現場の

指示、機械や道具の手配などを行い、現場において被申請人ｗのトラック運

転手から捨て代を徴収して、自らこれを管理し、被申請人ｙに分配金の支払

などを行った（甲３２の１及び２、甲３３、被申請人ｖ【５頁】）。また、被

申請人ｖは、常時、現場において、埋立てを指揮し、ａｊが持ち込んだコン

クリートガラ等についても埋立てを指示した（被申請人ｖ【１２頁】）。 

10 

15 

カ 被申請人ｗは、平成２７年１１月頃から、平成２８年６月１８日頃までの

間、ａｉ社から、１日平均ダンプカー５０台分くらいの土を、本件無許可埋

立地付近に運び入れていた（甲２５の１）。また、被申請人ｗは、積載量２０

立米のトラックで運んだ場合、ａｉ社から１台５万２０００円で土を積載し、

被申請人ｘに１万２０００円を支払って土を捨てており、１回の運搬で４万

円の差額を得ていた（甲２５の１、参考人ａｅ【１、２頁】 ）。 

20 

  (2) 本件無許可埋立てが行われた時期等 

ア 被申請人ｘは、被申請人ｗの搬入する建設汚泥処理物により、平成２８年

１月中旬頃から、本件事業許可の対象区域外である寺所有山林南側及び共同

墓地への埋立てを開始し、さらには同年３月中旬頃からは、寺所有山林北側

25 
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に埋立て範囲を拡大し、同年６月１８日頃までに共同墓地及び寺所有山林の

本件無許可埋立てを終えた。 

（甲２５の２及び３、甲３０、甲３１、甲３２の１及び２、甲３３、 

甲４４の６、被申請人ｖ【５頁】、審問の全趣旨） 

イ 事実認定の補足説明 

証拠（甲２５の２及び３）によれば、被申請人ｖらは、△△１の土地の

南側から北上する形で（△△４、△△、△△５の一部も含めて）埋め立て

た後（別紙２の水色の矢印方向）、平成２８年１月中旬頃から、△△５の東

側あたりから寺所有山林南側及び共同墓地の埋立てを始め、共同墓地を南

下しながら埋め立てていったこと（別紙２のピンク色の矢印方向）、その

後、平成２８年３月１７日頃から寺所有山林の△△５の東側あたりから寺

所有山林の埋立てが始まり、北側方向に木を伐採しながら寺所有山林を細

長く埋め立てていったこと（別紙２の緑色の矢印方向）、平成２８年５月下

旬頃、寺の方から来た女性から不法侵入と言われるなどし、それ以降寺所

有山林の埋立てはしていないこと、その後共同墓地の方へ南下してさらに

埋立てを行い、平成２８年６月中旬頃には土砂を高く積み盛土した場所の

のりめん

法面 を形成したこと、その頃埋立てが終わったことが認められる。これら

のことは、同証拠中の寺所有山林南側及び共同墓地の埋立て開始後４～５

日の状態を写した写真（平成２８年１月１７日撮影）、寺所有山林北側を埋

め立て始めた頃の写真（同年３月１７日撮影）、埋立て作業が終わった頃の

写真（同年６月２２日撮影）、さらには、被申請人ｖが検察官面前調書にお

いて、共同墓地の埋立てを開始したのは平成２８年１月中旬頃、寺所有山

林の埋立てを開始したのは同年３月中旬頃、共同墓地及び寺所有山林の埋

立てが終わったのは同年６月中旬頃である旨述べていること（甲３２の１

【９頁】）から裏付けられる。なお、埋立て終了時期については被申請人稲

敷市も答弁書で平成２８年６月１８日頃までと認めている。 

5 
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なお、申請人ｄの司法警察員面前調書（甲２６の１【６から８頁まで】）

には、平成２８年５月２６日頃には、とうとう埋立て工事が△△１の土地

を越えて、ａの墓地がある共同墓地まで侵入してきて、土地の森林をなぎ

倒し、土砂が埋め立てられてしまった旨の記載があり、同人の陳述書（甲

７０【２頁】）にも埋立てを認識したのは平成２８年５月２６日であるとし

ているが、申請人ｄの陳述書には当時同人は忙しく寺周辺まで気が回らな

かった様子が述べられており、また、当時現場において重機を用いてオペ

レーターとして土砂の埋立てをしていたＥの述べるところによると、５月

下旬から６月にかけて再度共同墓地方面を埋め立てていたこととなるか

ら、申請人ｄが認識した共同墓地の埋立ては、共同墓地への二度目の埋立

て作業であったと解することができ、同人の供述は上記の認定と矛盾する

ものではない。 

5 

10 

  (3) 土壌及び水質の調査結果等 

   ア 土壌汚染及び水質汚濁に関する環境基準、知見等 

   土壌汚染及び水質汚濁に関する環境基準、知見等については、別紙９のと

おりである。 

  15 

   イ 土壌の調査結果等 

(ｱ) 被申請人ｘは、本件事業について、被申請人稲敷市に完了報告を行うに

当たり、平成２８年４月１日、ａｒ社に委託し、△△１の土地等から土壌

の試料採取を行い、検査を行ったところ、ふっ素０．６０ないし０．６９

㎎／ℓ、水素イオン濃度指数８．５ないし８．６であった（乙Ｅ３、職１

【１３頁及び別紙６】、審問の全趣旨）。 

(ｲ) 申請人ａの委託を受けて、ａｋ社が平成２８年７月２７日、寺所有山林

に埋め立てられた土砂等を採取し分析したところ、寺所有山林の北東側部

分の混合試料（別紙４の青色丸印Ｎｏ．１から５までにおいて採取した土

壌の試料を混合）、寺所有山林の西側部分の混合試料（別紙４の青色丸印

20 

25 
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Ｎｏ．６から１０までにおいて採取した土壌の試料を混合）、本件無許可

埋立地外である申請人ａの本堂の裏の部分の混合試料（別紙４の対Ｎｏ．

１から３まで）の水素イオン濃度指数、ふっ素及びその化合物の濃度は以

下の表のとおりであった。 

 5 

採取箇所 水素イオン濃度指数（茨城

県条例 4以上 9未満） 

ふっ素及びその化合

物の濃度（環境基準

0.8㎎/ℓ以下） 

寺所有山林の北東側（本件無

許可埋立地内） 

１１．５（県基準超過） ０．３ 

寺所有山林の西側（本件無許

可埋立地内） 

１０．７（県基準超過） １．３（環境基準超過） 

申請人ａ本堂裏（本件無許可

埋立地外） 

５．１ 検査項目外 

（甲１３、甲１７、甲２０、職１【１５頁】） 

(ｳ) 被申請人稲敷市及び茨城県が、平成３０年１月２９日、申請人ａ及び申

請人ｄの希望により、△△１の土地、本件無許可埋立地の敷地境界付近の

５箇所（別紙４のピンク色丸印部分、別紙５の赤色丸印部分）から土壌の

試料を採取し、混合での土壌検査をａｋ社に依頼したところ、水素イオン

濃度指数、ふっ素の濃度は以下の表のとおりであった。 

10 

採取箇所 水素イオン濃度指数（茨城

県条例４以上９未満） 

ふっ素の濃度（環境基

準 0.8㎎/ℓ以下） 

△△１の土地、本件無許可埋立

地（寺所有山林及び共同墓地）

の敷地境界付近 

１１．６（県基準超過） ０．４ 

（甲２６の３及び５、甲１４、甲１７、乙Ｅ２１、審問の全趣旨） 
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(ｴ) 公調委が令和２年１０月５日に実施した第１回調査では、上記(ｱ)の検

査の△△１の土地等の採取箇所のうち２か所の土壌（別紙６の容器Ｎｏ．

１及び２、いずれも△△１の土地付近を３０㎝程度掘った地点の土壌を採

取）、上記(ｲ)の分析の寺所有山林の試料採取箇所であり北東側の本件無許

可埋立地内の木が枯れている箇所の木の根元の土壌（別紙４の青色丸印Ｎ

ｏ．１付近、別紙６の容器Ｎｏ．３から５まで、それぞれ５０㎝程度、１

ｍ程度、１４０㎝程度掘った地点の土壌を採取）、寺所有山林の本件無許

可埋立地の外縁で木が枯れている箇所の木の根元の土壌（別紙７の５９番

の木、別紙６の容器Ｎｏ．６及び７、それぞれ３０㎝程度、１ｍ程度掘っ

た地点の土壌を採取）について調べたところ、水素イオン濃度指数は以下

の表のとおりであった。 

  また、第１回調査において、本件無許可埋立地及び寺所有山林北東側埋

立地外の部分の６か所（別紙８の❶から❻まで）から土壌を採取しふっ素

濃度を調べたところ、いずれも０～０．４㎎／ℓ（環境基準以下）であっ

た。 

  なお、第１回調査において、事務局職員は、本件無許可埋立地において、

コンクリート片が埋まっていることを確認した。また、事務局職員は、寺

所有山林北東側本件無許可埋立地内の枯れた木の根元を１ｍ弱掘った際、

土の色は緑色であり、わずかに石灰系のにおいが残っているのを確認した。 

5 

10 

15 

採取箇所 水素イオン濃度指数（茨城

県条例４以上９未満） 

△△１の土地付近 

（深さ３０㎝、容器Ｎｏ．１） 

１１．５１（県基準超過） 

同上 

（深さ３０㎝、容器Ｎｏ．２） 

１１．９８（県基準超過） 
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寺所有山林北東側枯れた木の

根元（本件無許可埋立地内） 

（深さ５０㎝、容器Ｎｏ．３） 

１２．２２（県基準超過） 

同上 

（深さ１ｍ、容器Ｎｏ．４） 

１２．３１（県基準超過） 

同上 

（深さ 140㎝、容器Ｎｏ．５） 

１２．１２（県基準超過） 

寺所有山林北東側枯れた木の

根元（本件無許可埋立地外） 

（深さ３０㎝、容器Ｎｏ．６） 

５．５４ 

同上 

（深さ１ｍ、容器Ｎｏ．７） 

６．１２ 

（職１【１１頁、１５頁、２２から２４頁、別紙３、別紙７】、 

職３【１０頁】） 

(ｵ) 公調委が令和３年８月５日に実施した第２回調査では、寺所有山林北

東側の本件無許可埋立地内の枯れている木（別紙７の３５番の木付近の木、

スジダイ）とそこから２．２ｍ離れた場所の枯れていない木（埋め立てら

れた場所と埋め立てられていない場所の境目付近に存在する木、シラカシ）

の中間地点、同枯れていない木の根元付近において、いずれも約３５㎝掘

削した土壌を採取し調べたところ、水素イオン濃度は以下の表のとおりで

あった。 

  なお、第２回調査において、事務局職員は、寺所有山林南東側の本件無

許可埋立地内の枯れた木（別紙７の５番の木）の根元付近深さ約２５㎝の

ところにコンクリート片が埋まっていること、上記掘削箇所のうち中間地

点の深さ約３５㎝のところで土の色が緑がかった色に変わったことを確

認した。 

5 

10 
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  また、第２回調査に同行した専門委員は、同枯れた木（別紙７の５番の

木）の周囲にスギの若木が生えてきており、表面の浅い土は植物に対する

毒性があまりないことを認識した。 

採取箇所 水素イオン濃度指数（茨城

県条例４以上９未満） 

寺所有山林北東側枯死木（本件無許可

埋立地内）と枯死していない木（本件

無許可埋立地内外の境目付近）の中間

地点 

（深さ３５㎝、容器Ｎｏ.２３、２４） 

６．６５、

６．６８ 

 

寺所有山林北東側枯死していない木

（本件無許可埋立地内外の境目付近）

の根元 

（深さ３０㎝、容器Ｎｏ．２５、２６） 

６．５８、

６．５１ 

 

（職３【５頁、６頁、１０頁、１８頁】） 

(ｶ) 公調委において令和３年８月１４日及び１５日に実施した委託調査の

際、別紙３のボーリング地点（本件無許可埋立地において、地下水の流れ

方向の下流部と考えられ、埋立て土砂に十分な厚みがあり、また埋立て土

砂に含まれる成分の地下水への溶出の影響が把握できる可能性がある、ボ

ーリング可能な地点を１地点選定したもの。）において採取した土壌につ

いて調査したところ、水素イオン濃度指数、ふっ素の濃度は以下の表のと

おりであった。なお、ＧＬ（孔内標高、深度）１９．０ｍまでが埋め立て

られた土壌部分とみられた。 

5 

10 
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採取箇所（深度） 水素イオン濃度指数（茨城

県条例４以上９未満） 

ふっ素及びその化合

物の濃度（環境基準

0.8㎎/ℓ以下） 

１．０ｍ １０．７（県基準超過） ０．４４ 

２．０ｍ １０．８（県基準超過） ０．７０ 

３．０ｍ １１．１（県基準超過） ０．３１ 

４．０ｍ １０．９（県基準超過） ０．４０ 

５．０ｍ １０．７（県基準超過） １．１（環境基準超過） 

６．０ｍ ９．８（県基準超過） １．２（環境基準超過） 

７．０ｍ １０．７（県基準超過） ０．５４ 

８．０ｍ １１．２（県基準超過） ０．２６ 

９．０ｍ １０．３（県基準超過） １．４（環境基準超過） 

１０．０ｍ １０．５（県基準超過） ０．５７ 

１１．０ｍ １０．９（県基準超過） ０．７４ 

１２．０ｍ １０．１（県基準超過） １．９（環境基準超過） 

１３．０ｍ １０．８（県基準超過） ０．７４ 

１４．０ｍ １０．６（県基準超過） １．５（環境基準超過） 

１５．０ｍ １０．４（県基準超過） １．７（環境基準超過） 

１６．０ｍ １０．４（県基準超過） ０．６７ 

１７．０ｍ １０．７（県基準超過） ０．６４ 

１８．０ｍ ６．８ ０．１０ 

１９．０ｍ ７．２ ０．１５ 

２０．０ｍ ７．３ ０．２６ 

２１．０ｍ ７．２ ０．１３ 

２２．０ｍ ６．８ ０．０８未満 
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２３．０ｍ ６．８ ０．１２ 

２４．０ｍ ６．６ ０．１０ 

２５．０ｍ ６．７ ０．１３ 

（職６、職７【２頁】） 

   ウ 水質の調査結果等 

(ｱ) 公調委の実施した第１回調査において、寺所有山林の本件無許可埋立地

の西側にある水たまり１から採取した水（別紙６の容器Ｎｏ．９及び１０）、

水たまり１よりもやや北東側かつ寺所有山林の本件無許可埋立地の北西

側にある水たまり２から採取した水（別紙６の容器Ｎｏ．３４及び３５）、

申請人ａの井戸の水（別紙３「ａ井戸」、別紙６の「ａ」の位置）、参加人

ｂ宅の井戸の水（別紙３「ｂ宅井戸」、別紙６の「ｂ邸」の位置）、参加人

ｎ宅の井戸の水（別紙３「ｎ宅井戸」、別紙１「ｎ」の位置）について調べ

たところ、水素イオン濃度指数は以下の表のとおりであった。 

また、第１回調査において、申請人ａ、参加人ｂ宅、参加人ｎ宅の井戸

の水を採取しふっ素濃度を調べたところ、いずれも０～０．４㎎／ℓ（環境

基準以下）であった。 

5 

10 

 

採取箇所 ｐＨ値（水道法水質基準５.８

以上８.６以下） 

寺所有山林の西側水たまり１ 

（容器Ｎｏ．９、１０） 

９．６６（水道法基準超過）、

９．６４（水道法基準超過） 

 

寺所有山林の北西側水たまり２ 

（容器Ｎｏ．３４、３５） 

７．５７、 

７．５４ 

申請人ａ井戸 ７．６２、 

７．５４ 
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参加人ｂ宅井戸 ８．１４※電極を破損した測定

器による測定のため参考値 

参加人ｎ宅井戸 ８．１７ 

（職１【２２頁、別紙７】） 

(ｲ) 公調委の実施した委託調査の際、以下の表に記載した検査時期及び地点

の井戸水について検査したところ、同表に記載したとおりの検査結果であ

った。 

検査時期（採

取日） 

検査地点（いず

れも茨城県稲敷

市内） 

ｐ Ｈ 値

（ 水 道

法 水 質

基準 5.8

以上 8.6

以下） 

ふ っ 素

（ 同 基

準 0.8

㎎ / ℓ以

下） 

硫 酸 態

窒 素 及

び 亜 硝

酸 態 窒

素（同基

準 10 ㎎

/ℓ以下） 

一般細菌

（同基準

100/㎖以

下） 

令和３年８

月１４日 

寺所有山林の西

側水たまり１ 

８．６ 

（適合） 

０．５１

（適合） 

１ ． ３

（適合） 

検査項目

外 

令和３年８

月１５日 

ボーリング地点

井戸 

７．４ 

（適合） 

１．４ 

（ 不 適

合） 

０．３未

満 （ 適

合） 

検査項目

外 

令和３年８

月１４日 

参加人ｎ宅（ａ

ｃ△△） 

８．２ 

（適合） 

０．０８

未満（適

合） 

０．３未

満 （ 適

合） 

検査項目

外 

令和３年８

月１３日 

参加人ｂ宅（ａ

ｂ△△７） 

７．２ 

（適合） 

０．０８

未満（適

合） 

５ ． ３

（適合） 

検査項目

外 



49 
 

令和３年８

月１４日 

申請人ａ ７．２ 

（適合） 

０．０８

未満（適

合） 

０．３未

満 （ 適

合） 

検査項目

外 

（職６、職７【７頁】） 

(4) 土壌汚染への措置等に関するガイドライン、知見等 

    土壌汚染への措置等に関するガイドライン、知見等については、別紙９の

とおりである。 

 

(5) 申請人らの井戸水利用状況等 

  ア 申請人らの井戸水利用状況及び水質検査結果 

   (ｱ) 申請人らの井戸の使用状況等 

     申請人らが提出した「井戸についてのご質問」と題する書面に記載され

た申請人らの回答等によれば、申請人らの所有管理する井戸の有無、使用

状況等について、以下のとおり認められる（下記表に記載された証拠）。参

加人ｔに関しては同回答等は提出されていない。また、第１回調査の際、

申請人ｄは、事務局職員に対し、井戸水は４０、５０年前から使用してい

ない旨説明していた（職１【５頁】）。 

     なお、申請人らが居住する稲敷市ａｂ、ａｃ、ａｖ地区では、昭和５８

年度に上水道の給水が開始し、昭和６０年に簡易水道が撤去され上水道が

整備されている（審問の全趣旨）。 

5 

 

 

 

10 

 

15 

氏

名 

井戸

の 

有無 

井戸の

所在地

 

 

飲 用 水

と し て

の使用 

生活用水

としての

使用 

緊急時

使用検

討 

井戸の 

深さ 

（ｍ） 

証拠 

ｄ 有 自宅 無 無 有 ２０～

３０ 

甲５９の１ 

ｅ 有 自宅 有 有 有 ３０ 甲６３ 



50 
 

ｆ 無      甲５９の４ 

ｇ 有 ａｂ△

△６ 

有 有 有 ３５ 甲５５の２ 

職１【５頁】 

ｈ 無      甲５９の３ 

ｉ 無      甲５５の３ 

ｂ 有 自宅 有 有 有 ２８～

３０ 

甲５３の２ 

職１【７頁】 

ｊ 無      甲５３の５ 

ｋ 有 自宅 有 有 有 ２０ 甲５３の４ 

ｎ 有 自宅 無 有 有 ４０ 甲５３の６ 

職１【２０

頁】 

ｐ 無      甲５３の８ 

ｒ 有 自宅 無 有 有 ３０ 甲５３の１ 

ｓ 有 自宅 有 無 有 ３０ 甲５３の７ 

ｕ 有 自宅 有 有 有 ３０ 甲５３の３ 

    (ｲ) 申請人らの一部及び周辺住民の井戸の水質検査結果 

  申請人らの一部を含む周辺住民が管理する井戸については、管理者によ

る検査が行われており、その結果は以下のとおりである（「適合」は水道法

水質基準に適合していること、「不適合」は同基準に適合しないことを示

す。以下の表に記載した証拠）。 

    

5 
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検査時期（採

取日） 

検査地点（いず

れも茨城県稲敷

市内） 

ｐ Ｈ 値

（ 水 道

法 水 質

基準 5.8

以上 8.6

以下） 

ふ っ 素

（ 同 基

準 0.8

㎎ / ℓ以

下） 

硫 酸 態

窒 素 及

び 亜 硝

酸 態 窒

素（同基

準 10 ㎎

/ℓ以下） 

一般細菌

（同基準

100/㎖以

下） 

証拠 

平成２６年

７月２８日 

参加人ｂ宅（ａ

ｂ△△７） 

６．８ 

（適合） 

検 査 項

目外 

４．７ 

（適合） 

１０ 

（適合） 

甲 ５ ４

の１ 

平成２８年

２月２８日 

手続外ａａｄ宅

（ａｂ△△６）

※申請人ｇが使

用。 

７．０ 

（適合） 

検 査 項

目外 

１２．２ 

（ 不 適

合） 

２９ 

（適合） 

甲 ５ ４

の３、職

１ 【 ５

頁】 

平成２８年

２月２９日 

手続外ａａｅ宅

（ａｃ△△） 

６．９ 

（適合）

検 査 項

 目外 

３．３ 

（適合） 

１０ 

（適合） 

甲 ５ ４

の２ 

平成３０年 

１月２２日 

参加人ｕ宅（●

●△△） 

７．１ 

（適合） 

検 査 項

目外 

８．４ 

（適合） 

２０００

以上（不

適合） 

職２ 

令和元年 

９月２日 

手続外ａａｄ宅

（ａｂ△△６）

※申請人ｇが使

用。 

７．２ 

（適合） 

検 査 項

目外 

１２．４ 

（ 不 適

合） 

０ 

（適合） 

甲 ５ ４

の８、職

１ 【 ５

頁】 

令和元年 

９月９日 

元申請人ａｗ宅

（ａｃ△△） 

７．２ 

（適合） 

検 査 項

目外 

１７．６ 

（ 不 適

合） 

０ 

（適合） 

甲 ５ ４

の９、職

２ 
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令和元年 

９月３０日 

参加人ｎ宅（ａ

ｃ△△） 

８．２ 

（適合） 

検 査 項

目外 

0.1未満

（適合）

 

 

０ 

（適合） 

甲 ５ ４

の６、職

２ 

令和２年 

６月２２日 

手続外ａａｆ宅

（ａｃ△△） 

 

 

 

７．８ 

（適合） 

検 査 項

目外 

0.1未満 

（適合） 

０ 

（適合） 

甲 ５ ４

の４ 

令和２年 

６月２２日 

手続外ａａｇ宅

（上記ａａｄ同

所）※申請人ｇ

が使用。 

７．１ 

（適合） 

検 査 項

目外 

１３．１ 

（ 不 適

合） 

０ 

（適合） 

甲 ５ ４

の５、職

１ 【 ５

頁】 

令和２年 

６月２２日 

申請人ｅ宅（ａ

ｂ△△） 

７．１ 

（適合） 

検 査 項

目外 

６．２ 

（適合） 

３１ 

（適合） 

甲６２ 

令和２年 

７月１３日 

参加人ｂ宅（ａ

ｂ△△７） 

６．９ 

（適合） 

検 査 項

目外 

５．３ 

（適合）

２ ２ ０

 （ 不 適

合） 

甲６４、

職２ 

令和２年 

８月２４日 

手続外ａａｈ

（参加人ｎ宅

（ａｃ△△）） 

８．２ 

（適合） 

検 査 項

目外 

０.１未

満 

（適合） 

９８ 

（適合） 

甲 ５ ４

の７、職

１【２０

頁】 

 

 ２ 争点(1)  公害紛争該当性（本案前の主張）について 

公害紛争処理法４２条の１２は、環境基本法２条３項の規定する公害概念を前

提として（公害紛争処理法２条）、公害に係る被害について、損害賠償に関する紛

争が生じた場合に、責任裁定を申請することができる旨定めている。しかるとこ5 
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ろ、環境基本法２条３項は、公害とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動そ

の他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質

以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。）、土壌の汚染、騒音、振

動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及び悪臭に

よって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生

活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。）に係る被害が生ずるこ

とをいう旨を定めている。その上で、環境基本法は、第１６条で政府は、大気の

汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、

人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準

を定めるものと規定し、これに基づき、本件で問題とされている水質の汚濁及び

土壌の汚染についても、環境省がいわゆる環境基準を定めているほか、関連する

分野において、各種法令等による規制がなされている（別紙９参照）。 

上記のような法の仕組みを前提に検討するに、環境基準や各種規制は人の健

康や生活環境に及ぼす影響に関する科学的な知見を反映するものとして、公害

の判断において参考とされるべきものではあるが、環境基本法２条３項はこれ

らに反することを公害の要件とはしておらず、本件で問題となる水質の汚濁や

土壌の汚染についてみても、公害に該当するか否かは、人の活動によって環境

中に放出された物質等が、土壌や水を媒介して、相当範囲にわたり人の健康や

生活環境に有害な影響を及ぼすか否かを実質的に判断することを求めているも

のと解される。 

5 

10 

15 

20 

本件において、申請人らは被申請人稲敷市との関係では、稲敷市条例に基づ

く違法な権限行使及び不行使により、被申請人ｘらによる埋立てと称した産業

廃棄物の不法投棄がなされ、これに起因して、土壌や地下水におけるふっ素及

び水素イオン濃度が上昇し、相当範囲に及ぶ人の健康や植物の生育に悪影響が

生じたとして、国家賠償法に基づき損害賠償を求めている。 

別紙９のとおり、飲料水中のふっ素濃度が高くなると人体に一定の影響がある

25 
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との知見があり、土壌及び水質のふっ素濃度については、環境基準（土壌（検液）、

水質いずれも０．８mg／ℓ以下）が定められ、水道法（水質０．８mg／ℓ以下）、茨

城県の条例及び稲敷市の条例（いずれも土壌（検液）０．８mg／ℓ以下）において

も規制がされている。さらに、土壌及び水の水素イオン濃度については、環境基

準は定められていないものの、土壌や水が極端なｐＨとなることで植物や人体に

一定の影響が及ぶとの知見があり、土壌の水素イオン濃度については茨城県の条

例では基準が定められ（４以上９未満）、水の水素イオン濃度は水道法に基づく

水質基準に関する省令で基準が定められている（五・八以上八・六以下）。加え

て、本件における埋立ては広範に及び（７４８９㎡、２万５５９３．６２㎥。）、

その状況からみて相当範囲にわたる影響が生じ得るものといえ、申請人らの主張

する被害は、被申請人稲敷市との関係においても公害に係る被害に該当すること

は明らかである。 

5 

10 

この点、被申請人稲敷市は、埋立て土壌に環境基準を超過するふっ素を含有し

ていない旨の主張をするが、本案において実質的に判断される事項であり、本案

前の主張としては失当である。また、土壌中の水素イオン濃度については、環境

基準で定められておらず、また、本件当時は被申請人稲敷市の条例においても規

制をしていなかったことを公害に係る被害に当たらないことの理由に挙げるが、

既に述べたところに照らして、採用できない。さらに、被申請人は、本件は無断

埋立て行為自体に基づく土地及び樹木の所有権侵害の事案であり、公害紛争には

じゃっき

該当しないとも主張するが、申請人らの請求は、被申請人らの行為によって 惹起

された土壌及び地下水の汚染により、樹木の枯死、生育環境の破壊及び人の健康

被害のおそれなどを損害として構成するものと解されるから、公害紛争該当性に

欠けるところはない。 

以上によれば、被申請人稲敷市の本案前の主張はいずれも失当である。 

15 

20 

 ３ 争点(2) 被申請人ｘ、被申請人ｙ、被申請人ｖの責任について 

(1) 既に認定したところによれば、被申請人ｙ及び被申請人ｖは、ａｉ社が中

25 
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間処理をした建設汚泥処理物が市場価値のない産業廃棄物であり、ａｉ社が

捨て代を支払う逆有償の形で被申請人ｗが引き取ったものであることを知り

ながら、被申請人ｗから逆有償で引き取った上で、被申請人ｘの賃借地に埋

立てと称して投棄することを企て、埋立てに用いる建設汚泥処理物が逆有償

であることを秘匿して、被申請人稲敷市に対して、被申請人ｘを事業主体、

△△１の土地等を事業区域とする本件事業の申請をして許可を受け、同地の

埋立てを行ったことが認められる。 

さらに、被申請人ｙ及び被申請人ｖは、上記許可を受けた範囲を超えて、

共同墓地及び寺所有山林の一部にも、所有者の同意を得ることなく、被申請

人ｗから逆有償で搬入されたａｉ社由来の建設汚泥処理物などにより本件無

許可埋立てを行ったことが認められる。 

以上によれば、被申請人ｙ及び被申請人ｖの行為は、共同墓地及び寺所有

山林の所有者の同意のない埋立てであるのみならず、産業廃棄物の不法投棄

として廃掃法に違反する違法な行為であって、これらの故意の不法行為が内

包する危険の実現として、本件事業許可対象区域及び本件無許可埋立地のみ

ならず、その周辺地域に生じうる土壌汚染及び水質汚濁についても責任を負

う。被申請人ｙ及び被申請人ｖの行為は、外形上法人である被申請人ｘの行

為の外観を有しているものであるから、被申請人ｘは同人らの行為について

民法７１５条１項前段の使用者責任を負い、上記三者は民法７１９条により

共同不法行為者としての責任を負う。 

5 

10 

15 

20 

(2) 被申請人ｖは、本件無許可埋立てについて周辺住民から了解を得ていたと

く ぼ ち

主張し、一部の周辺住民から共同墓地の 窪地 も埋め立てて欲しいとの要望を

受け、埋立てを行った旨の陳述をするが、共同墓地の共同所有者である大字

ａｂ及び大字ａｃの構成員のうち管理処分権限を有する者によって、権限の

行使として承諾がなされたものとは認めがたい。また、寺所有山林の所有者

である申請人ａの承諾も得ていた旨主張し、証拠（乙Ｃ１）を提出するが、

25 
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被申請人ｘ名義で作成されたものにすぎず、本件無許可埋立てを認識後の申

請人ａの対応に照らしても、亡ｃや申請人ｄが本件無許可埋立てについて了

解をしていたとは認められない。 

 ４ 争点(3) 被申請人ｗの責任について 

(1) 被申請人ｗは、産業廃棄物の中間処理業者であるａｉ社から逆有償で建設汚

泥処理物等を引き取り、逆有償で被申請人ｘに引き渡していたのであるから

（前記認定事実(1)）、建設汚泥処理物等が市場価値のない産業廃棄物であるこ

とを認識していた。本件事業（事業内容の変更も含む。）の事業許可申請書及び

本件事業の完了報告（平成２８年４月１５日）後の同年５月１６日に許可され

たａｊ所有の△△３の土地等に係る事業の事業許可申請書には、土地の埋立て

等に用いる土砂等の総土量が明記され、搬入車両の台数（１日１２台）及びナ

ンバーも記載されていた上に、添付された土砂等フローシートには土砂等の供

給下請けとして被申請人ｗが社判を押していた（前記前提事実(5)及び(7)）。

しかるところ、本件無許可埋立ての進行中、被申請人ｗが現場に搬入していた

土量は１日ダンプカー５０台程度であり（前記認定事実(1)）、許可の内容を大

幅に上回る建設汚泥処理物等を搬入していたのであるから、当然、本件無許可

埋立てを認識していたものと認められる。 

そうすると、被申請人ｗが建設汚泥処理物等を埋立て現場まで運搬し、被申

請人ｘに引き渡したことは、被申請人ｘらとの共同不法行為に当たり、産業廃

棄物の不法投棄が内包する危険の及び得る土壌汚染、水質汚濁の責任を負う。 

5 

10 

15 

20 

(2) 被申請人ｗは、土砂等を運び込んだのは本件事業許可の対象区域である△△

１の土地だけであり、本件無許可埋立てを知らなかった旨主張し、審問期日で

の尋問において、当時の同社取締役であったａｅは本件無許可埋立地付近へ行

くときは、進入路である△△番の土地（別紙２参照。）の入口から奥には行かな

かったことから、本件無許可埋立ての状況は把握していなかったとの陳述をす

る（参考人ａｅ【７、９頁】）。しかしながら、既に述べたとおり、被申請人ｗ

25 
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は、本件事業及びその変更の許可申請の土砂フローシートに土砂等の供給下請

けとして押印しており、本件事業における許可地の範囲及び総土量について認

識していたものと認められる。被申請人ｗは、ａｉ社からトラック１台分につ

き５万２０００円の支払を受けて建設汚泥処理物等を引き取り、現地に搬入し、

トラック運転手に現場で被申請人ｖに１台当たり１万２０００円の捨て代を

支払わせて、引き渡していたのであるから、必要なトラックの手配、捨て代の

管理など事業遂行上、現地に搬入するトラックの台数を把握していたというべ

きであり、許可の内容を大幅に上回る量の建設汚泥処理物等が搬入されている

ことを認識していたものと認められる。さらに、証拠（甲２５の３（作業員の

調書）【６頁】）によれば、埋立てが進むにつれてダンプカーが埋立て作業を行

っている奥の方まで入って建設汚泥処理物等を降ろしていたと認められると

ころ、ａｅが自らトラックを運転していたものではなかったとしても、被申請

人ｗとして事業の遂行上、従業員から現地の埋立ての進捗状況などを当然把握

していたものというべきである。以上によれば、被申請人ｗは、自らが搬入し

ている建設汚泥処理物等が本件事業の許可地外への埋立てに使われているこ

とを認識していたものと推認され、被申請人ｗの主張は信用できない。 

なお、証拠（甲３２の１【６頁】、被申請人ｖ【５ないし８、１２、１８ない

し２０頁】）によれば、本件無許可埋立地付近には「Ｅ」という者にかかる土砂

等やａｊが持ち込んだコンクリートガラ等も埋め立てられたことが認められ

るが、それは全体の埋立て量に比して一部に過ぎず、大部分は被申請人ｗが持

ち込んだ建設汚泥処理物等であったと認められることから、被申請人ｗの責任

の帰すうに影響を及ぼすものではない。 

5 

10 

15 

20 

 ５ 争点(4) 被申請人稲敷市の責任について 

  (1) 申請人らの主位的主張（本件事業許可の違法）について 

ア 条例の規定と職務上の注意義務について 

稲敷市条例は、土砂等による土地の埋立て等について、災害の防止及び

25 



58 
 

生活環境の保全を図る目的で必要な規制を定めており（１条）、事業区域の

面積が５００㎡以上５０００㎡未満又は土地の埋立て等に使用する土砂等

が５００㎥以上の土地の埋立て等を行う場合には、市長の許可を受けなけ

ればならないと定めている（３条１項、６条）。さらに、同条例は、埋立て

事業に用いる土砂等からは廃掃法 2条 1項に規定する廃棄物を除く旨を定

めている（２条(1)）。 

しかるところ、本件事業は、既に述べたとおり廃棄物である市場価値の

ない建設汚泥処理物等を用いた埋立てであることから、条例上の許可要件

を満たしていなかったこととなる。そこで、市長が本件許可を行ったこと

が、国家賠償法 1条 1項の違法と言えるか否かが問題となるが、条例上の

規制権限を行使する公務員として、職務上通常求められる注意義務を尽く

したか否かによって判断すべきである（最高裁判所平成５年３月１１日第

一小法廷判決・民集４７巻４号２８６３頁、最高裁判所平成１１年１月２

１日第一小法廷判決・裁判集民事１９１号１２７頁参照）。 

そこで検討するに、稲敷市条例は、事業を施行しようとする事業主等

は、規則で定めるところにより、事業計画について市長と事前協議するこ

とを求めており（５条）、稲敷市条例施行規則は、事前協議において土砂等

発生・処分フローシートの提出を求め（２条(4)）、事業許可申請時には同

フローシートすべての事業主、施行者（搬送業者を含む。）の印鑑証明書、

契約書の写しの提出を求めている（３条(17)）。ところで、被申請人稲敷市

は、廃掃法上、一般廃棄物の処理責任を負っており（廃掃法４条１項）、本

件においては産業廃棄物による埋立てが問題となっているが、廃棄物の概

念については、いずれも共通であり、最高裁判所平成１１年３月１０日第

２小法廷決定（刑集５３巻３号３３９頁）以来、①その物の性状、②排出

の状況、③通常の取扱い形態、④取引価値の有無及び⑤事業者の意思等

（以下「５要件」という。）を総合的に判断する基準が示され、これに従っ
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て行政実務が形成され、その中でも有償性は重要なメルクマールとなって

いることからすれば、事前協議の段階におけるフローチャートや契約書の

審査などにおいても、５要件を念頭に置いた確認がなされるべきものであ

る。加えて、環境省は、平成１７年７月２５日付けで、都道府県及び政令

市に対して、「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」を発出

しているところ、工作物の建設工事に伴って大量に排出される産業廃棄物

たる建設汚泥に中間処理を加えた建設汚泥処理物については、土地造成や

土壌改良に用いる建設資材と称して不法投棄されたり、土砂と偽装されて

残土処分場に持ち込まれる事例が多発していることに注意喚起するととも

に、建設汚泥処理物が廃棄物に該当するかどうか判断する際の指針を５要

件に沿う形で示している（甲４５）。さらに、環境省は、平成２５年３月２

９日付けで、都道府県及び政令市に対して、「行政処分の指針（通知）」を

通知しているところ、廃棄物該当性の判断に関して、５要件に沿う判断要

素の基準を示した上、本来廃棄物たるものを有価物と称し、法の規制を免

れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するた

め、廃棄物の疑いのあるものについては、慎重に検討し、総合的に勘案し

て有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限り、廃棄

物として扱うこととしている（甲７５）。上記各指針は、都道府県等に対し

て発出されたものではあるが、茨城県においては、少なくとも平成２７年

以降、「不法投棄・残土条例にかかる県・市町村担当職員等研修会」が開催

され、上記各指針などを踏まえた研修が実施されたところ、被申請人稲敷

市からも毎年、複数の職員が研修に参加しており（甲８０、８１、８２、

８３、８４）、稲敷市条例の規制権限の行使に当たっても、当然、上記事情

を踏まえた対応が求められていたというべきである。さらに、平成１７年

１２月の稲敷市議会において、市議会議員から、稲敷市条例に関して、残

土に産業廃棄物が混入することがあること、地質分析結果証明書があって
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も途中から産業廃棄物が混入することも考えられること等の指摘に対し

て、市長及び市職員は、条例の適用範囲内で事業区域等に立入検査を行う

ことや関係者に質問をすることが認められていること、県との連携協力を

強化することなどを回答している（甲４６）。 

以上によれば、稲敷市条例に基づく許可申請を受けた担当者としては、

稲敷市条例施行規則が求める提出資料に基づき、事前協議において、５要

件を踏まえて廃棄物に当たらないか慎重に検討することが求められてお

り、特に、本件においては、事業活動から生じるものとして産業廃棄物に

該当することも想定され、建設汚泥処理物が建設資材や土砂と偽装される

事例が発生していることも念頭に置いて、必要に応じて県とも連携して廃

棄物の該当性について検討することが求められていた。また、疑いが残る

場合には、廃掃法１８条及び１９条の報告徴収、立入検査を検討すること

が求められていたというべきである。 

5 

10 

   イ 本件事業許可における職務上の注意義務違反の有無 

上記アを踏まえて本件事業許可における職務上の注意義務違反の有無を

検討する。本件事業許可の申請時に提出された「土砂等発生・処分フロー

シート」には、土砂等発生現場にａｉ社、元請に被申請人ｘ、下請等に被

申請人ｗ、搬入先（工事施工者）に被申請人ｘと記載されていた。実際の

取引は、既に述べたとおり、被申請人ｗはａｉ社から１立米２６００円、

トラック１台２０立米の場合５万２０００円で建設汚泥処理物等を引き取

り、その処分を請け負い、被申請人ｗと被申請人ｘとの取引は、被申請人

ｘが被申請人ｗからトラック１台分１万２０００円の支払を受けて、自社

の賃借地に建設汚泥処理物等を投棄させる内容であった。本件事業許可の

申請時にフローシートにかかる各契約書の提出がなされたことをうかがわ

せる証拠はないが、本件に提出された証拠によると、ａｉ社と被申請人

ｗ、被申請人ｗと被申請人ｘとの間で、役所への提出用の契約書として、
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以下の内容の契約書が作成されていたことが認められる。 

①ａｉ社と被申請人ｗの契約書については、平成２７年当時のものは証

拠として提出されていないが、証拠（甲２５の１【資料１の１枚目】）によ

れば、平成２８年１０月１日付けの契約書と同内容の契約書が作成されて

いたことが推認されるところ、同契約書には、建設汚泥処理物の売買代金

の金額について「１０トンダンプ車１台、話し合いにより決めることとす

る」、作業の分担について「物品の積込みは甲（ａｉ社）が負担し、運搬は

乙（ｗ）が負担するものとする」と記載されていた。 

②被申請人ｗと被申請人ｘの契約書（平成２７年１１月１７日付けのも

の）には、被申請人ｗの中間処理施設において発生する処理後の再生資材

の売買と記載されており、また、売却代金について「１０トンダンプ車１

台、１０００円とする」、作業の分担について「物品の積込みは甲（被申請

人ｗ）が負担し、運搬は乙（被申請人ｘ）が負担するものとする」と記載

されていた。 

しかるところ、上記の各契約書の内容は、フローシートと必ずしも合致

しない上に、ａｉ社から被申請人ｗまでの運搬は被申請人ｗが負担し、被

申請人ｗから被申請人ｘまでの運搬は被申請人ｘが負担することとなる

と、トラック１台分１０００円の売買代金では、被申請人ｗとしては採算

がとれないのは明白であるなど不審かつ不合理な点があり、運賃を含めて

トラック１台につき被申請人ｘはいくらを負担したのか、また、それが取

引価値を有する物としての合理的な取引条件であるのか調査を要するもの

であった。また、各契約書には「建設汚泥」「再生資材」等の記載があり、

産業廃棄物の可能性も疑われることから、茨城県に対しても照会を要する

ものであった。 

そうすると、本件事業許可は、稲敷市条例施行規則が定める契約書等の

書類を提出させないまま、漫然と廃棄物であることを見逃して許可を行っ
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たものであり、職務上の注意義務に違反するというべきである。なお、同

規則３条１項ただし書には、市長が必要と認めない書類及び図面は提出対

象から外すことができる旨の規定があるが、上記のとおり同規則が契約書

の提出を求めているのは有償性を含む５要件を踏まえて廃棄物に当たらな

いか慎重に判断するためであるから、市長が安易に契約書の提出を不要と5 

判断したのであれば、必要な検討を行わずに許可をしたものと言わざるを

得ない。また、仮に規則どおりに契約書を提出させていたとしても、上記

の点に照らして、なすべき検討を欠いて漫然と許可を行ったと評価せざる

を得ない（なお、平成２７年１２月１８日の本件事業内容等変更許可申請

書においては、「土砂等発生処分フローシート（様式第２号）すべての事業10 

主、施行者（搬送業者を含む。）の印鑑証明書、契約書の写し」欄に提出済

みのチェックが入っており、同申請に際して稲敷市が契約書の提出を受け

ていた形跡が認められる。）。 

以上によれば、本件事業許可は、条例上求められている職務上通常尽く

すべき注意義務を尽くすことなく漫然と許可をしたもので、国家賠償法上15 

違法であるというべきである。 

(2) 申請人らの予備的主張（平成２８年３月以降の稲敷市条例に基づく権限不

行使の違法）について 

ア 条例の定める規制権限及びその不行使の違法 

稲敷市条例は、事業主が事業許可及び事業内容の変更許可を受けること20 

なく、又はこれに付された条件に違反して事業を施行しているときは、事

業主に対して、当該事業の停止を命じ、又は期限を定めて原状回復その他

の必要な措置を命ずることができ（１１条）、事業主が規則の定める施行基

準に違反して事業を施行しているときは改善勧告をし（１３条）、従わない

ときは改善命令を発することができ（１４条）、事業主が偽りその他の不正25 

手段により、事業許可及び事業内容の変更許可を受けた場合には、許可を
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取り消すことができ（１５条１項）、条例の施行に必要な限度において事業

主等に対する報告要求（１６条）や立入検査をすることができる（１７

条。以上につき乙Ｅ１）。さらに、稲敷市は、廃棄物対策管理官を設けて、

埋立て条例に関する調査、指導及び監督業務、さらには立入検査などを担

わせていた（稲敷市廃棄物対策管理官設置規則１条、４条⑵。乙Ｅ３８）。5 

これらによれば、市長は、埋立て等の許可をした後も、条例上の上記の各

権限を適時・適切に行使して、条例の目的である災害の防止及び生活環境

の保全を図る義務を負っているといえる。 

既に認定したとおり、本件においては、被申請人ｘらにより、本件事業

許可の対象区域を越えて、無許可で共同墓地及び寺所有山林への埋立てが10 

行われた。 

そこで、被申請人稲敷市において条例上の規制権限を行使して、本件無

許可埋立てを阻止できなかったことについて、国家賠償法１条１項の違法

が認められるか否かが問題となるが、国又は公共団体の公務員による規制

権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質15 

等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸

脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を

受けた者との関係において、国家賠償法１条１項の適用上違法となると解

される（最高裁判所平成１６年４月２７日第三小法廷判決・民集５８巻４

号１０３２頁参照）。以下において、かかる観点から具体的事情に基づき検20 

討する。 

イ 平成２８年３月初旬の権限不行使の違法 

被申請人稲敷市に規制権限不行使の違法があるというためには、稲敷市の

担当者が本件無許可埋立てが行われていることを認識し得ることが前提と

なるところ、既に認定したとおり、被申請人ｘらによる寺所有山林南側及び25 

共同墓地への埋立ては、平成２８年１月中旬頃から始まり、寺所有山林北側
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への埋立ては、同年３月中旬（１７日）頃から始まり、共同墓地及び寺所有

山林の無許可埋立てが終わったのは同年６月中旬（１８日）頃である。 

ところで、被申請人ｘは、平成２８年３月１日、被申請人稲敷市に対し、

△△１の土地等に係る事業について、搬入土量を８９６０．１㎥から２万３

８１０．０８５㎥に変更し、造成形状の変更をする旨（変更前：片斜面形状、

変更後：平盤ひな段形状、変更の理由：雨水排水の流末に弊害を与えない様

にひな段を設計（造成面を三段にする））の事業内容等変更許可申請を行い、

被申請人稲敷市は同月９日これを許可した。上記事業内容等変更許可申請は、

埋立て土量を３倍に増やし、造成形状も変更する、新規の事業許可申請にも

匹敵する大幅な事業内容の変更であり、条例及び施行規則の趣旨に照らして

も、申請を受けた担当者としては新たな計画図面等を元に当然現地を調査し

確認すべきものといえる。 

5 

10 

当時の稲敷市市民生活部環境課廃棄物対策課係長であったａｘは、被申

請人ｙらの刑事事件の捜査段階で、検察官からの聴取に対して、本件事業

内容等変更許可申請に際して現場に行って確認をしたと供述した後、検察

官から平成２８年３月３日時点で共同墓地が既に埋め立てられている写真

を示されるや、現場に行ったかどうか覚えていないと供述を翻し（甲２７）、

審問期日での尋問においても３月には本件現場に行っていない旨述べた。

しかしながら、埋め立てる土量を３倍に変更し造成形状も変更する申請を

受けながら現地の確認に赴くこともなく許可することは極めて不自然不合

理であり、ａｘは変更許可申請を受けた当時本件現場に赴いたにもかかわ

らず、自身に不都合な共同墓地の埋立てが始まっていた事実を示されたこ

とを受けて供述を変遷させたもので、変遷後の供述は信用できないと言う

べきである。 

15 

20 

そうすると、ａｘは、本件事業内容変更等許可申請を受けて、平成２８年

３月１日頃、本件無許可埋立地付近に行って状況を確認していたものと認

25 
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められる。この時点において、寺所有山林南側及び共同墓地への無許可埋

立ては相当な規模に及び、さらに埋立ての継続により無許可埋立ての範囲

が拡大しかねない状況であったところ、ａｘは本件事業許可申請の際に現

地を調査確認していることからも（甲２７、乙Ｅ３４）、事業内容の変更計

画等の図面を元に現地の状況を調査・確認すれば、そのような状況を当然

に認識し得たものと言える。そうすると、被申請人稲敷市としては、この時

点において、本件事業許可の対象地を大幅に超える無許可埋立てが既に行

われ、さらに拡大・継続しかねない状況にあり、また、本件事業許可の条件

とされた廃掃法２条の廃棄物を持ち込まないことや周辺の生活環境を損な

わないことなどの条件違反も懸念されるなど、災害の防止及び生活環境の

保全の目的で一定の規模の埋立て事業を市長の許可にかからしめて規制す

る条例の趣旨・目的を没却しかねない事態が生じており、さらに、無許可埋

立ての規模によっては茨城県条例にも反する状況ともなっていることを前

提として、茨城県とも協力して、直ちに埋立ての停止を求め、報告を聴取

し、本件事業許可の取消しを検討し、原状回復を求めるなどの条例上の規

制権限を行使して、本件無許可埋立ての拡大を阻止すべきであった。しか

しながら、被申請人稲敷市は、このような対応をとることを怠ったばかり

か、漫然と本件事業内容変更許可申請を許可するなどして、寺所有山林及

び共同墓地への無許可埋立てを拡大させたものであり、これらの権限不行

使はその不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠き国家賠償

法上違法である。 

5 

10 

15 

20 

仮に、ａｘが平成２８年３月１日頃、本件現場へ赴いていなかったとす

れば、埋立て土量を３倍に変更し造成形状も変更する申請を受けたのであ

るから、申請の許可の判断に関わる職員が現地に赴いて確認をするべきで

あるにもかかわらず、被申請人稲敷市の担当者が現地の確認に赴かずに漫

然と許可したことで、平成２８年１月中旬から既に始まっていた寺所有山
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林南側及び共同墓地への埋立てを見逃して、上記の措置を執る機会を逸

け た い

し、これにより本件無許可埋立てを拡大させたのであり、その 懈怠 は許

容される限度を逸脱して著しく合理性を欠き国家賠償法上違法であるとい

える。 

ウ 平成２８年４月１日の権限不行使の違法 

ａｘは△△１の土地等に係る本件事業の完了検査に立ち会ったことを認

めており、完了検査にかかる土壌検査の試料採取は平成２８年４月１日に

行われている（甲２６の３）。稲敷市条例施行規則別表（第６条関係）第１

の６(4)①によれば、試料採取は市職員の立会いの下で行うものとすると定

められていることから（甲９）、ａｘは平成２８年４月１日に現地に立ち会

ったものと認められる（被申請人稲敷市は完了検査に伴う土壌検査への立

会いはしていない旨主張するが、稲敷市条例施行規則の規定からすれば立

会いが求められているし、ａｘは審問期日での尋問において試料採取時に

市の職員ができる限り現地へ行っているはずである旨述べた（参考人ａｘ

【１４、１５頁】）ことに照らして、採用できない。）。 

5 

10 

15 

平成２８年４月１日時点で寺所有山林南側及び共同墓地の埋立てはかな

り進行し、寺所有山林北側についても平成２８年３月１７日以降埋立てが

進行していたが、共同墓地及び寺所有山林の埋立てが終了したのは６月中

旬頃であること及び本件無許可埋立ての作業員の供述によれば平成２８年

５月下旬頃までは寺所有山林を埋め立てていたこと（甲２５の３）からす

れば、平成２８年４月１日の時点では、寺所有山林については全体の埋立

て規模と比較すると、未だ一部にとどまっており、さらに無許可埋立てが

拡大・継続しかねない状況にあり、ａｘは当然これを認識できた。そうす

ると、被申請人稲敷市としては、この時点において、上記イで述べたよう

な対応がより一層求められる状況にあったというべきであるが、これを怠

り無許可埋立てを拡大させたことは違法な権限不行使といわざるを得な

20 
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い。 

(3) 以上によれば、被申請人稲敷市は、被申請人ｘの埋立て等事業許可申請に

ついて漫然と許可し、その後も必要な規制権限の行使を怠ったことにより生

じた損害について、国家賠償法１条１項の損害賠償責任を負う。また、前述

の被申請人ｖ、被申請人ｙ、被申請人ｘ、被申請人ｗの不法行為と、被申請

人稲敷市の国家賠償法１条１項の違法な行為は、客観的に関連し共同するこ

とにより、本件無許可埋立てによる土壌汚染及び水質汚濁を生じさせたもの

であるから、連帯して損害を賠償する責任を負う（国家賠償法４条、民法７

１９条１項前段）と認めるのが相当である。 

5 

(4) 被申請人稲敷市の主張について 

ア 廃棄物の判断権限について 

被申請人稲敷市は、廃掃法上、産業廃棄物については都道府県に権限が

あり、市区町村には産業廃棄物について判断する権限がない旨主張する。

しかしながら、本件の争点は、稲敷市条例（２条(1)）が、土砂等が廃掃法

２条１項の廃棄物ではないことを事業許可の要件と定めていることから、

市長において本件事業許可を行うにあたり、廃棄物に当たらないことを判

断する必要があり、そのために職務上求められる注意義務を尽くしたか否

かにある。廃掃法２条１項の廃棄物には、一般廃棄物と産業廃棄物が含ま

れ、廃棄物に当たるか否かは既に述べたように５要件に従って判断する実

務が形成されており、また、全国的に建設資材などと称する廃棄物の投棄

の事例が発生し、これに対する注意喚起もなされていたのであるから、被

申請人稲敷市においては、必要に応じて、茨城県に確認するなどして、条

例上の事業許可権限の行使に当たり、廃棄物に該当するか否かを自ら判断

すべきであり、被申請人稲敷市の主張は失当である。 

10 

15 

20 

イ 申請時の提出書類等について 

被申請人稲敷市は、埋立て等許可申請時に契約書の提出は求めていなか

25 
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った旨主張する。この点、ａｘは、審問期日での尋問において、一般的

に、事前協議及び正式な申請時の添付書類の中で、特に地域住民の同意

書、フローシート（運搬業証、発生元の署名部分）、土質検査成績表を重視

していたが、土砂の搬出業者、運搬業者、地主との間の金銭の流れをチェ

ックすることはなく、契約書の提出を求めることや、他の事情を積極的に

調査することもなく、本件において、各事業の事前協議書が提出された時

点では地域住民の同意書は添付されており、金銭の流れ等を確認したこと

はなかった旨述べた（参考人ａｘ【９頁】）。 

しかしながら、前述のとおり、稲敷市条例施行規則は契約書の提出を求

める旨規定しており、これは条例上の事業許可の要件である廃掃法２条の

廃棄物でないことの確認のための重要な資料であることから、運用上契約

書の提出を求めていなかったこと自体が本件事業許可の違法事由となり得

ることは、既に述べたとおりであり、被申請人稲敷市の主張は理由がな

い。 

5 

10 

ウ ａｉ社の建設汚泥処理物の性質について 

被申請人稲敷市は、ａｉ社の建設汚泥処理の性質については従前から検

査結果の提出があり問題がないことを確認していた旨主張する。そして、

ａｘは、一般的に、事前協議書提出時及び完了検査時に、土砂の質に関す

る調査報告書の提出を求め、担当課において六価クロム及び水素イオン濃

度を確認していたこと、水素イオン濃度については当時被申請人稲敷市に

は基準がなかったため、茨城県条例の基準（水素イオン濃度指数上限９）

に準じて確認をしていたところ、本件においても、事前協議時及び完了時

に水素イオン濃度が９を超えていなかったことを確認した、ａｉ社からは

今回の件に限らず定期的に成分結果成績表の報告が来ており、いずれも基

準値内であったなどと述べる（参考人ａｘ【６、７、１０頁】）。 

しかしながら、本件における争点は、本件事業許可が稲敷市条例の許可

15 
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要件である廃掃法２条の廃棄物でないことを見逃してなされたことが職務

上の注意義務に違反するか否かであり、廃棄物であるか否かは有償性も踏

まえて判断する必要があり、既に述べたとおり、契約書の提出を求めず又

は求めていたとしてもその内容の不合理性について確認せず埋立て等を許

可したことは違法であるといわざるを得ない。 5 

エ その他の主張について 

被申請人稲敷市は、担当職員は、平成２８年３月の段階では本件無許可埋

立地付近に赴いておらず、許可範囲を越えた埋立てがなされたことを認識し

ていなかった旨主張するが、ａｘが本件事業内容変更申請を受けて、平成２

８年３月１日頃に本件無許可埋立地付近を訪れたものと認定されることは

前記のとおりである。 

また、ａｘは、△△１の土地等に係る事業の完了検査を行った平成２８年

４月の時点で、無許可地に埋立てがなされていることに気がついており、当

時の上司に報告し、被申請人ｙに対し、「区域外に入っているから区域内に

移動させた方がいい」と話したが、同事業の許可地については事業が完了し

たものとして内部手続を行ったとし（甲２７【１３ないし１４頁】、乙Ｅ３

４）、また、ａｘは、平成２８年４月２２日前後（△△３の土地等に係る事業

の事前協議結果通知前後）に現地へ赴き、道路側から見たところ、申請人ａ

側の山林の方の法面のほうに土砂等が埋め立ててあるのを認識し、被申請人

ｖに対し、土砂の撤去をするよう話したと述べる（参考人ａｘ【５頁】）。し

かし、これらの事情は、仮にそのような事実があったとしても、対応として

不十分であり、被申請人稲敷市において、平成２８年３月初旬及び同年４月

１日の時点で、条例上の規制権限の違法な不行使があったとの前記判断を左

右するものではない。 

さらに、ａｘは、共同墓地の埋立てについては、共同墓地の地権者の区長

や檀家から平らにしてほしいとの相談を受けていたなどとする（参考人ａｘ

10 
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【５、６、１４頁】）が、権限を有する者による管理処分権限の行使として埋

立ての承諾がなされたことを認めるに足りない上に、仮に承諾がなされてい

たとしても、公益目的で一定規模の埋立てを市長の許可にかからしめた上で

規制を設ける稲敷市条例に違反する無許可の埋立て及びこれを認容するこ

との正当化事由となるものではない。 5 

 ６ 争点(5) 申請人ａの損害の範囲及び金額について 

(1) 土壌汚染及び水質汚濁の範囲及び程度 

ア 水素イオン濃度について 

 (ｱ) 土壌の状況 

本件無許可埋立地を含む当該地域の平地土壌・森林土壌のｐＨは５か

ら６前後であり、本件無許可埋立てが行われていない申請人ａ本堂裏の

土壌はｐＨ５．１であったこと（前記認定事実(3)）からすると、本件無

許可埋立てが行われる前は本件無許可埋立地も同程度の弱酸性のｐＨで

あったことが推認される。 

これに対し、本件無許可埋立て後の調査によれば、本件無許可埋立地

の各所の土壌においては高ｐＨであることが認められた（寺所有山林の

北東側１１．５、同西側１０．７、△△１の土地と寺所有山林及び共同

墓地の敷地境界付近１１．６、寺所有山林北東側枯れた木の根元１２．

３１から１２．２２、ボーリング地点ＬＧ１から１７ｍまでの間９．８

から１１．２。前記認定事実(3)）。 

上記の調査結果に加えて、本件事業及び本件無許可埋立てに使われた

のは、ほとんどがａｉ社由来の建設汚泥処理物であり、これに混ぜられ

た生石灰が高アルカリ性の原因であることも考慮すると、本件事業地及

び本件無許可埋立地等も含め埋め立てられた部分の土壌は全体的に高ｐ

Ｈであることが推認される。 

10 
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 (ｲ) 水質の状況 
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   埋立て土砂に含まれる成分の地下水への溶出の影響の把握に適した地

点として、委託調査において選定されたボーリング地点に設置した観測

井の地下水では、ｐＨに関しては、６．６～７．４と中性付近であった

（前記認定事実(3)）が、これは、雨水とともに多少のアルカリ成分の地

下浸透はあっても土壌の緩衝作用が大きいため、委託調査時点では数値

に変化が生じていないものと解される（職７【６頁】参照）。 

 なお、本件無許可埋立地近くの水たまりでは、ｐＨが８．６～９．９

と高い数値が測定されているところ（前記認定事実(3)）、同溜り水は、

その位置関係から、地下水由来というよりも、本件無許可埋立地の土砂

の上の降雨が地下浸透もしくは表面流出して溜まった水である可能性が

考えられる（職７【６頁】参照）。 

 本件事業地及び本件無許可埋立地等は高ｐＨの大量の建設汚泥処理物

が埋め立てられていることからすると、土壌の緩衝能が限界となれば、

少しずつ地下水のｐＨが高くなる可能性は否定できないものと認められ

る（職７【７頁】参照）。 

5 

  

10 

  

15 

イ ふっ素濃度について 

 (ｱ) 土壌の状況 

   申請人らが平成２８年７月２７日に寺所有山林の西側（本件無許可埋

立地内）で採取した土壌においては１．３㎎/ℓ、委託調査時のボーリン

グ地点においては深度５．０ｍ、６．０ｍ、９．０ｍ、１２．０ｍ、１

４．０ｍ、１５．０ｍ地点で１．１㎎/ℓから１．９㎎/ℓと環境基準を超

えるふっ素が検出された。このことに加え、本件事業及び本件無許可埋

立てに使われたのは、ほとんどがａｉ社由来の建設汚泥処理物であるこ

とを考慮すると、本件事業地及び本件無許可埋立地全域において、ふっ

素が含まれている土壌が広がっている可能性が高い（なお、第１回調査

時においては、本件無許可埋立地等の複数箇所で採取した土壌から環境
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基準を超えるふっ素は検出されなかったが、これは表層部の土壌に関す

る調査結果に過ぎない。）。 

 (ｲ) 水質の状況 

   委託調査において、ボーリング地点に設置した観測井の地下水では、

ふっ素が１．４mg/ℓ と基準値を超過(１．８倍）したところ、専門委員

は、ボーリング地点では、地下水は、建設汚泥処理物と接していない

が、どこかで接している可能性は十分に考えられ、また、雨水がいずれ

かの水みちを通って地下水に到達していると推測されるとしている。 

   本件無許可埋立て等に使われたのは、ほとんどがａｉ社由来の建設汚

泥処理物であり、これらは大量に埋め立てられ、かつ被覆されていない

ことからすると、今後の降水により、ふっ素濃度の高濃度部分が地下に

移動し、地下水中のふっ素濃度がさらに高まる可能性は否定できないも

のと解される（職７【７頁】参照）。 

5 

10 

 (2) 共同墓地についての申請人ａの権原 

ア 共同墓地の所有者は、登記上、持分２分の１大字ａｂ、持分２分の１大

字ａｃとされているところ（前記前提事実(2)イ）、本件全証拠によって

も、実質的な所有者が登記上の所有者と異なると認めるに足りる事情は見

当たらず、申請人ａが共同墓地について、①実質的な所有者であること

や、③実質的な共有者の１名であることを認めるに足りない。共同墓地の

所有権が大字ａｂ及び大字ａｃにあることなどからすれば、ａｂ区長及び

ａｃ区長に共有地の所有権に基づく対外主張の権限があり、被申請人ａが

②共同墓地の土地そのものの管理権を有する者として、共同墓地の保存行

為として、共同墓地自体の土壌汚染等に関する損害賠償請求をすることは

できない。したがって、申請人ａが共同墓地についての権原と主張してい

るところはいずれも理由がない。もっとも、申請人ａは祭司として宗教上

の儀式等の観点から必要な範囲で墓地の管理・使用を委ねられており、こ
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れに基づき共同墓地上に植栽を行っていたと認めるのが相当であるから、

申請人ａが共同墓地上に植栽した樹木については、土地に符合することな

く、申請人ａに所有権があり、その被害に関しては、損害賠償を求め得る

ものと解される。 

よって、申請人ａによる共同墓地上の樹木に関する損害賠償は認められ

得るが、共同墓地の土壌汚染にかかる土壌撤去や中和費用に関する損害賠

償請求は認められない。 

5 

イ 申請人らは、大字ａｂの構成員は法人１名及び個人２７名（ａ（申請

人）、ｄ（申請人）、亡ｃ（申請人、申請人ｄが受継）、ｆ（申請人）、ｇ

（申請人）、ｅ（申請人）、ｋ（参加人）、ｊ（参加人）他２０名）であり、

大字ａｃの構成員は個人１０５名（ｉ（申請人）、ｈ（申請人）、ｒ（参加

人）、ｔ（参加人）、ｂ（参加人）、ｓ（参加人）、ｐ（参加人）、ｎ（参加

人）、ａｊ（元申請人）、ａｔ（元申請人）、ａｓ（元申請人）、ａｗ（元申

請人）他９３名）である旨主張するが、仮に、申請人ａが大字ａｂの構成

員であったとしても、そのことから当然に申請人ａが共同墓地の所有権や

持分を有するとはいえない。 

また、申請人ａは、共同墓地は申請人ａの檀家以外は墓を持つことがで

きず、檀家総代として申請人ａが共同墓地に対しての意見を代表すること

は、大字ａｂ、大字ａｃの構成員が納得していることであると主張し、こ

れに沿う証拠として、令和２年２月１６日付けで、ａｂ区長ｆ（申請人）

及びａｃ区長ａａｉが、共同墓地の管理は申請人ａが行っており、同墓地

に墓を作ることができるのは同寺の檀家のみであって、同土地を同寺が管

理していることはａｂ部落、ａｃ部落の誰もが知っていることであると認

識している旨の陳述書（甲４０、甲４１）を提出する。しかしながら、証

拠（乙Ｅ２０）によれば、平成２９年６月２１日、当時のａｂ区長であっ

たａｚから被申請人稲敷市に対し、同月２０日にａｚ、当時のａｃの区
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長、申請人ａとの間で会議があったが、「私たち住民は埋立てに同意してい

るので全部撤去なんか望んでないし、無理だと思っていますので、共有地

のところを改善していただき墓地に土砂が流れ込まないようにしてもらい

たいのと、地下水が汚染されないようにしていただきたいだけです。」「ａ

ｃの区長と共有地については協力するが、お寺の土地については協力でき

ないとはっきり言ってきました。」旨の連絡があったことが認められ、ａｂ

区長及びａｃ区長は、共同墓地について申請人ａが大字ａｂ及び大字ａｃ

から独立した管理権限等を有することを認めていない様子がうかがえる。

そのほか、本件に現れた事情を総合考慮しても、申請人ａが共同墓地の土

地そのものの権原に基づき、共同墓地に生じた公害に係る被害について、

損害賠償を請求することができると認めるに足りない。 

5 

10 

  (3) 伐採された樹木に関する損害について 

証拠（甲１６）及び審問の全趣旨によれば、本件無許可埋立てに伴い令和元

年５月２５日時点の評価として２２０万円分の樹木が伐採され又は立ち枯れ

していたこと、これらの伐採された樹木及び立ち枯れした樹木は申請人ａが所

有していたものであることが認められる。 

申請人ａは、本件無許可埋立てに伴って伐採された樹木の損害額も請求して

いるところ、伐採により樹木に生じた損害は、公害たる土壌汚染により生じた

損害とはいえないから、本件責任裁定においては認められない。 

15 

  (4) 枯死した樹木の損害について 

ア 証拠（甲１６、甲２１、職３、４、７）によれば、本件無許可埋立地にお

いて、複数の樹木（別紙７の１番から７７番まで。スギ５４本、カシ類１６

本、ナラ類６本、ケヤキ１本、その他２３本）が枯死しており、これらの樹

木の損害額は１７万３０００円であることが認められる（前記のとおり、共

同墓地に生えていた甲２１の７６番（カシ類、推定胸高直径６０㎝）も含む。）。 

イ 次に、これらの樹木の枯死が本件無許可埋立てによる土壌汚染により生
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じたといえるか否か検討する。 

既に述べたとおり、本件無許可埋立地においては、土壌や地下水におけ

るｐＨの値が、埋立て前のｐＨ５．１と比較して、ｐＨ１０前後と一様に

高くなっていることが認められる。日本の一般的な森林土壌のｐＨは５―

６前後の弱酸性を示すことがほとんどであり、ｐＨ７を超えることはまれ

であって、ｐＨ８を超えると土壌養分のうち鉄、マンガン、ホウ素など一

部の元素が不溶化し、植物の生育が阻害されることが知られている（別紙

９）。従前はｐＨ５．１程度であった本件無許可埋立地の土壌が埋立てによ

り高ｐＨとなり、それと近接した時期に本件無許可埋立地の樹木が枯死し

ていることを合わせ考えれば、本件無許可埋立てにより生じた土壌の高ｐ

Ｈが本件無許可埋立地の樹木の枯死に影響したことが認められる。 

他方、樹木の根系が育成している土壌に対して厚い覆土を行うと、土壌

中のガス交換が阻害され、根系の酸素不足により根が枯死し、樹木全体の

枯死や衰退を招くことが広く知られているところ（職４【５頁】）、本件無

許可埋立地では樹木の根元を覆うように盛土が行われており、枯死や衰退

をしている樹木の根元は覆土されていた反面、盛土の行われていない部分

に生育している樹木には衰退が見られなかった（職３【１０頁】）ことも踏

まえれば、盛土も衰退枯死の原因として関与していると考えられる（職４

【６頁】参照）。 

そうすると、本件における本件無許可埋立地の樹木の枯死は、盛土によ

る根系の酸素不足と土壌の高ｐＨによる根の生理異常や枯死が同時に生じ

たことにより生じたもので、両者の影響を区分することは不可能であり、

両者の影響が相まって、枯死や衰退に至ったものと考えるのが妥当である

から（職４【６頁】参照）、樹木の枯死は、土壌汚染によって生じた被害と

言うべきであり、その交換価値に相当する１７万３０００円の損害賠償請

求には理由がある。 
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ウ 被申請人稲敷市は、樹木の根が張った部分の土壌を採取してｐＨを調べ

なければ高ｐＨが樹木に与えた影響の有無や程度は分からないなどとして

本件無許可埋立てによる土壌汚染と樹木の枯死との因果関係を争っている

が、既に述べたとおり、本件無許可埋立地全体の土壌が高ｐＨとなってい

ることが推認されるから、因果関係は認められるというべきである。な

お、第２回調査の際に寺所有山林北東側埋立地内枯死木と枯死していない

木の中間地点はｐＨ６．６５及び６．６８、寺所有山林北東側埋立地内外

境目付近枯死していない木の根元は６．５８及び６．５１であったが（前

記認定事実(3)）、これらの値となったのは、盛土の辺縁部分で盛土厚が薄

く、盛土後の降雨による中和が進んだ結果と考えられることから（職４

【６頁】参照）、この結果は前記の判断を左右するものではない。 

5 

10 

  (5) 植樹費用について 

申請人ａは、新たに植栽する樹木の費用を請求しているが、伐採された樹

木及び枯死した樹木の交換価値分を損害賠償請求しつつ、新たな樹木の植樹

費用を求めることは、一つの被害について損害を二重に請求するものである

上、伐採された樹木分に対応する苗の費用は前記のとおり公害の被害と因果

関係のある損害とはいえないから、認められないというべきである。 

15 

(6) 寺所有山林の土壌の原状回復に要する費用について 

 ア 申請人ａは、森林の回復のためには本件無許可埋立てにより埋め立てら

れた建設汚泥処理物等の全量撤去が不可欠であると主張するが、本件は公

害にかかる責任裁定申請であるから、公害により生じた被害を回復するた

めに必要な範囲において請求を認めるのが相当である。本件において公害

として認められるのは土壌及び水質におけるふっ素及び水素イオン濃度の

基準値超過等であるから、これらの基準値超過等への対処として必要な範

囲の損害賠償について以下検討する。 

まず、ふっ素に関しては、ボーリング調査の結果によると、ふっ素の汚
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染レベルは、土壌溶出量について基準の２．４倍（１．９㎎／ℓ）、地下水

については基準の１．８倍（１．４㎎／ℓ）であり、これは、自然由来でも

見られる基準値超過のレベルであり、ＷＨＯ飲料水質ガイドラインではふ

っ素濃度の基準値は１．５㎎／ℓであること（別紙９）、アメリカ環境保護

庁の暫定飲料水基準では２．０㎎／ℓ、ＥＵでは１．５㎎／ℓであること

（別紙９）等も踏まえると、本件で検出された数値は、ふっ素の汚染レベ

ルとしては非常に深刻な数値とまでは言い難い（職７【１１、１２頁】、職

６【３、４頁】参照）。「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガ

イドライン（改訂第３版）」においても、ふっ素濃度の第２溶出量基準２４

㎎／ℓを超える場合は封じ込め等の対策が必要となるとされているが、それ

以下の場合に封じ込め等の対策は必要とされていない（別紙９）。また、土

壌水中のふっ化物イオンが植物に与える影響については知見が少ないもの

の、現在の盛土の溶出水中のふっ素濃度が数 ppmであることからすれば直

ちに植物への被害が生じる可能性は低く（職８【３、４頁】）、森林の原状

回復という視点においても、ふっ素濃度との関係で土壌に対する何らかの

対処が必要とは認められない。 

次に、高ｐＨに関しては、建設汚泥に混ぜたとされる石灰等が原因と考

えられる（職７【２頁】参照）ところ、植生への影響や周辺の飲用井戸へ

の拡散が懸念される程度の高い数値が検出されているものの（職７【１２

頁】）、改良土からの浸透水やその表面を流れるアルカリ性の水は土の緩衝

作用により未改良土を浸透することでｐＨが低下するなどして徐々に中和

が進むとも考えられること（別紙９）、実際に、第２回調査の際に寺所有山

林北東側埋立地内枯死木と枯死していない木の中間地点はｐＨ６．６５及

び６．６８、寺所有山林北東側埋立地内外境目付近枯死していない木の根

元は６．５８及び６．５１であったが（前記認定事実(3)）、これらの値と

なったのは、盛土の辺縁部分で盛土厚が薄く、盛土後の降雨による中和が
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進んだ結果と考えられること（職４【６頁】参照）、周辺井戸の井戸水のｐ

Ｈは基準値を超えていないこと（前記認定事実(3)）、本件無許可埋立地に

おいては、本件無許可埋立てに用いられた建設汚泥処理物とみられる盛土

の上に、植物に対する毒性があまりないと思われる土が薄く敷かれている

部分があると認められること（前記認定事実(3)、職４【６、７頁】参照）

などからすれば、高ｐＨとの関係で直ちに本件無許可埋立てにかかる土砂

等の全量撤去が必要であるとまでは認められない（ｐＨは土壌汚染対策法

の規制対象に含まれていないが、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に

関するガイドライン（改訂第３版）」において、土壌汚染の除去、とりわ

け、掘削除去は、汚染の拡散のリスクを防止する観点から、できる限り抑

制的に取り扱うこととされていること（別紙９）も参考になる。）。 

しかしながら、本件無許可埋立てに用いられた改良土とみられる盛土部

分は相当に厚い（例えばボーリング地点においては深さ１９ｍ。前記認定

事実(3)）ことなどからすると、自然の中和による土壌の回復には相当長期

間かかると考えられ（職４【７、８頁】参照）、森林回復のために土壌への

対策が必要というべきである。 

以上を踏まえて検討すると、本件における森林回復のための土壌への対

策としては、本件無許可埋立てに用いられた土砂の上部の中和処理が有効

であると認められる。具体的には、本件無許可埋立て前に樹林であった範

囲を確定し、現在、カシ、クヌギ、スギなどの樹木の更新がみられない範

囲のうち、表層土壌のｐＨが７．５以上、深層土壌が８以上を示す地点に

ついては土壌ｐＨを低下させる土壌改良を施した後に、土壌ｐＨがこれら

未満の地点については現在の土壌に、もともと生育していたスギ、クヌ

ギ、シラカシなどの高木の苗を植栽することにより従前の森林を回復する

対策をとるのが相当である（職４【８頁】、職７【１２頁】参照）。 

しかるところ、本件では既に育成している樹木の樹勢回復を目的とする
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ものではなく、土壌を改良して新たに樹木を植栽するものであるから、造

園用の中和剤を用いて中和処理を行うのが相当である。さらに、寺所有山

林のうち本件無許可埋立ての辺縁部については、前述のとおり一部中和が

進んでいる部分（第２回調査の際、寺所有山林北東側埋立地内枯死木と枯

死していない木の中間地点はｐＨ６．６５及び６．６８、寺所有山林北東

側埋立地内外境目付近枯死していない木の根元は６．５８及び６．５１）

があり、証拠（甲１２）上、埋め立てられた深さが相当程度浅いと推認さ

れる部分（寺所有山林の北側、東側、西側の辺縁部）については、中和処

理が不要とみるべきである。そうすると、本件無許可埋立てに係る寺所有

山林の面積５９６８㎡のうち中和処理が必要な範囲は９割程度と判断され

る。さらに、証拠（甲８６の１及び２）によれば、樹高１２ｍ以上の高木

の場合、上層６０㎝、下層４０から９０㎝が有効土層とされ、上層ｐＨ

７．５以上、下層ｐＨ８．０以下が推奨されており、樹木の栄養根が伸長

する範囲は深さ５から２０㎝が中心となるところ、アルカリ性の改良土の

表面は空気や降雨により次第に中和され、周辺の土の緩衝作用によりアル

カリ成分の拡散もある程度抑制されること（別紙９）、植栽基盤の有効土層

のうち、特に重要なのは根が養・水分を吸収する層として吸収根域の発達

する上層部分であることも併せ考えると、本件においては、申請人が主張

する深さ１．２５ｍではなく、深さ０．６ｍの範囲での中和処理費用を認

めるのが相当である。以上によれば、本件無許可埋立地のうち寺所有山林

部分から北側、東側、西側の辺縁部を除いた９割の部分について、土壌の

水素イオン濃度ｐＨ１０．０～１１．０をｐＨ８．０以下にすることを想

定すると、その費用として、総額３７３０万２９８４円（中和に要する薬

剤の費用総額３６７３万９００８円（中和する土の量３２２２．７２㎥

（寺所有山林の埋め立てられた部分の広さ５９６８㎡×０．９×中和する

深さ０．６ｍ）×中和剤５０㎏/㎥×中和剤単価２２８円／㎏）、運搬費用
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総額４８万３４０８円（中和する土の量３２２２．７２㎥×１㎥に必要な

中和剤５０/１０００㎥×比重１×運搬費用単価３０００円／㎥）、掘削費

用総額８万０５６８円（中和する土の量３２２２．７２㎥に必要な中和剤

５０/１０００㎥×掘削費用単価５００円／㎥）の合計）を相当と認める

（甲８６の１【５頁】及び甲８６の２によれば、ａａａ社製のａａｂ造園

用（中和剤）の価格は、１５㎏入り１袋当たり３４２０円（積算資料掲載

価格：関東地区大型車）であり、現状土壌のｐＨ１０．０～１１．０をｐ

Ｈ８．０以下にするための目安は配合量４０～６０㎏／㎥である。また、

土砂等の掘削・積込みにかかる費用は５００円／㎥、運搬工にかかる費用

は３０００円／㎥であることが想定される（甲１５参照）。）。 

5 

10 

   イ なお、申請人ａは、舗装や遮水壁設置についても主張するところ、土壌

汚染の拡散防止という観点からすれば、雨水の浸透防止（ふっ素及びアル

カリ物質の流出量の低減）のために本件無許可埋立地の表層の舗装や被覆

をすること、地下水の流れを遮るために本件無許可埋立地の土砂の周囲に

壁（遮水壁）を設置することも考え得るが、これらの対策では本件無許可

埋立地の植物の生育に支障があると考えられることから（職７【１１、１

２頁】参照）、申請人ａが森林の回復を求めている本件においては、上記の

とおり、中和処理を行うのが相当である。 

また、申請人ａは、中和処理に伴い、遮水壁の設置も必要である旨主張

するところ、現状では周辺井戸水などへの汚染の広がりは認められないか

ら、遮水壁の設置が直ちに必要であるとは認められない（職７【１１頁】

参照）。井戸水監視費用については後述する。 

15 

20 

   ウ なお、被申請人稲敷市は、改良土は様々な場面で利用されていること

や、土の緩衝作用によりアルカリの拡散はほとんど問題とならないことか

らすれば実質的な有害性がない旨主張するところ、環境省令によれば改良

土が宅地造成用材料などとして利用されることが想定されており（乙Ｅ４

25 
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５）、改良土のアルカリ性については土の緩衝作用によりある程度中和され

ることが見込まれる（別紙９）が、これらの点を前提としても、本件にお

いては、元々山林として利用されていた土地に、無断で高ｐＨの改良土が

大量に埋め立てられ、山林としての利用が妨げられているのであるから、

実害がないとはいえない。 5 

(7) 井戸水監視費用について 

   ア 申請人ａのみならず、参加人ｂ及び参加人ｎの請求分についても、併せて

検討する。 

イ 本件事業地及び本件無許可埋立地の土壌汚染及び地下水汚染の状況につ

いては、既に認定したところによれば、ボーリング地点において、土壌溶出

量（１．９㎎/ℓ）及び地下水（１．４㎎/ℓ）に基準値を超えるふっ素が検出

されており、埋立地全域においてふっ素による土壌及び地下水の汚染が生じ

ている可能性があること、汚染のレベルは土壌汚染対策ガイドラインによる

封じ込め対策等が必要となるほどの深刻なものではないこと、ふっ素による

健康への影響については、飲料水中のふっ素濃度が０．９～１．２㎎/ℓの範

囲の場合に軽度の斑状歯を生じさせるという知見や不確実性はあるものの

ふっ素濃度が１．４㎎/ℓ以上の場合は骨へのふっ素沈着の発生や骨折リスク

の増加の可能性が指摘されており、本件で検出されているレベルのふっ素を

含む地下水を長期間摂取することによる健康への影響が懸念されること、埋

立地は被覆されないまま大量の建設汚泥処理物によって埋め立てられた状

態であることから、降雨により地下水中のふっ素濃度がさらに高まり、また、

地下水の浸透により周辺地域に地下水の汚染が拡大する可能性があること

が認められる。また、水素イオン濃度についても、埋立地の土壌は、建設汚

泥処理物に混ぜられた生石灰によりｐＨ１０を上回るような高ｐＨで満た

されており、地下水は土壌の緩衝能によってボーリング調査時点では中性付

近となっているが、土壌の緩衝能が限界となれば、少しずつ地下水のｐＨが

10 

15 

20 

25 
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高くなる可能性は否定できないこと、極端に高いｐＨの溶液が健康等に悪影

響を及ぼすとの知見があり、水道法に基づく水質基準もｐＨ値を５．８以上

６．８以下と定めていること、降雨により地下水のｐＨが上昇し、これが周

辺地域に浸透する可能性があるが、その進展速度は土壌の緩衝能によりふっ

素の場合よりも遅いと推測されることが認められる。さらに、現時点に至る

まで、申請人らの管理する周辺の井戸において、ふっ素濃度及びｐＨの上昇

は認められない。なお、既に判断したとおり、本件無許可埋立地の原状回復

として中和処理が相当であると判断されるが、中和処理を行う場合には、ｐ

Ｈの低下により重金属などの溶出量が高まる可能性があるとされており、こ

の点についての留意が必要となる。 

5 

10 

  

15 

20 

25 

ウ そこで、以上を前提として、周辺地域における地下水汚染の危険の程度に

ついて検討する。 

  地下水が到達し得る範囲は、地下水の流向・流速等の諸条件に依存する

ところ、本件事業地及び本件無許可埋立地周辺の地下水流向については、

証拠（甲１２、職６、職７）により認められる埋立て前の現地の標高差

（南側から北側に向かって標高が低くなっている。ボーリング地点の元の

標高はおよそ１２．５ｍ、申請人ａの標高は２７．８ｍ、申請人ｅ宅井戸

２５．０ｍ、参加人ｎ宅井戸２．４ｍ）から考えれば、標高が高い南側か

ら標高が低い北側のａａｊ川に向かって地下水が流れていることが考えら

れる（職７【９頁】参照）ものの、当事者双方の主張立証（甲３４から甲

３８まで、乙Ｅ２６及び２７）を踏まえても、本件事業地及び本件無許可

埋立地周辺の地下水流向については十分な情報は無く確定的な判断はでき

ない。他方で、本件の解決において、当事者の負担で多大な費用をかけて

地下水流向の調査を行うことが相当とも思われない。そうすると、周辺井

戸のうち具体的にどの井戸にいつ頃どの程度の影響が生じるか予測するこ

とは困難であるが、本件においては本件事業地及び本件無許可埋立地にお
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いて広範囲に渡って基準値を超えるふっ素及び高ｐＨによる土壌汚染が生

じていること、さらには、原状回復としての中和処理がなされることによ

り重金属などが溶出してくる可能性があるとされていることも勘案する

と、周辺井戸の管理者において、ふっ素や高ｐＨなどによる汚染が井戸水

に拡がることに懸念を抱き、井戸水の監視を行うことは非合理な対応とは

言えない。このことは、土壌汚染対策法では、人の健康被害を防止するた

め、人への暴露経路の一つとして、汚染土壌から有害物質が地下水に溶出

し、その地下水を飲用利用等する経路を遮断、管理することとし、土壌汚

染に起因して地下水汚染が周辺に拡がっていないことを確認する措置とし

て、地下水の水質の測定による暴露管理措置を定めており、ふっ素を含む

地下水汚染が生じたとすれば、周辺に到達し得る範囲を適切に監視し、地

下水汚染が生じていないことを確認していく必要があるとされていること

に照らしても首肯しうる。    

5 

10 

エ その上で、各人の請求について検討するに、申請人ａの井戸及び参加人

ｂ宅の井戸は、いずれも本件無許可埋立地に隣接し、標高は低くはないも

のの、本件無許可埋立地は盛土が厚く盛られ、かつてとは土地の形状を大

きく変えていることなどを勘案すると、同人らが井戸水監視を行うことは

合理的な理由があり、井戸水監視費用の請求は認められる。他方で、参加

人ｎの井戸はボーリング地点からの距離は約６９０ｍ離れており、仮に同

参加人の井戸の方向であるａａｊ川に向かって地下水流が流れているとの

想定で、ボーリング地点と井戸との標高差をもとに、環境省作成の「地下

水が到達しうる距離計算シート」により試算すると、ふっ素による汚染地

下水の到達には１００年程度の時間がかかることが想定されるとともに埋

立地により近接した井戸２か所で監視することに照らすと、参加人ｎの井

戸の井戸水監視を現時点から行う対応は合理的とは言い難く、同人の井戸

水監視費用の請求は認められない。 

15 

20 

25 
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 オ その上で、井戸水監視の費用について検討するに、証拠（乙Ｅ４６及び

４７、審問の全趣旨）によれば、一般財団法人ａａｋにおけるｐＨ値を含

む１３項目の検査費用は８２５０円であり、ふっ素について項目を追加し

て検査を行う場合の費用はこれに３３００円を追加した金額となる（いず

れも税込み。合計１万１５５０円）ところ、井戸水の水質測定の頻度につ

いては、当初１年に４回以上、２～１０年目までは１年に１回以上、１１

年目以降は２年に１回以上とするのが相当である（職７【１１、１２頁】

参照）。 

以上を前提に、中間利息を控除して損害賠償額を算定すると、別紙１０

のとおり合計１８万１５２６円であることから、申請人ａ及び参加人ｂの

井戸水監視費用として１８万１５２６円の限度で請求を認めるのが相当で

ある。 

5 

10 

カ 被申請人稲敷市は、井戸を使用する者がいるのであれば自己負担で１年に

１回以上の水質検査を受けるのが当然である旨主張する。この点、環境省の

「飲用井戸等衛生対策要領」において一般飲用井戸の設置者等はｐＨ値を含

む項目について定期的な水質検査を行うよう定められており（別紙９）、稲

敷市安全な飲料水の確保に関する条例２３条２項には、飲用井戸等の設置者

は、定期及び臨時の水質検査を行うよう努めなければならない旨が定められ

ているほか、茨城県は井戸水の約３６％が水質基準に不適合であるとして水

道への加入を推進しており、やむを得ず井戸水を使用する場合は１年に１回

の水質検査を受けることを推奨していること（乙Ｅ５２）が認められるが、

これらは日常的な井戸水の使用に関して定められるなどしたものであると

いえるのに対し、本件において請求されている井戸水監視費用は、不法行為

により生じた土壌汚染及び水質汚濁の拡大状況を監視するための水質検査

に要する費用であり、その趣旨を異にするから上記認定に影響を与えるもの

ではない。 

15 

20 

25 
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(8) 弁護士費用について

申請人ａは弁護士費用を請求しているところ、不法行為の被害者が自己の

権利擁護のため訴えを提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委

任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額そ

の他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、右不

法行為と相当因果関係に立つ損害であり、被害者が加害者に対しその賠償を

求めることができると考えられるが、申請人ａは本件裁定申請においては一

部請求にとどめ、後に残部の請求等について別途訴訟を提起することを予定

していることから、本件裁定においては判断しないこととするのが相当であ

る。 

5 

10 

(9) 一部請求の認容について

前記(4)、(6)及び(7)の合計は、３７６５万７５１０円となるところ、申請

人ａは、これらの損害の一部請求として２０００万円を請求しているから、

同額の請求を認めるのが相当である。 

７ 争点(6) 申請人ａ以外の申請人らの損害の範囲及び金額について 

(1) 慰謝料について

申請人らは、平穏生活権の一態様としての浄水享受権が侵害されたとして慰

謝料を請求している。しかしながら、本件事業地及び本件無許可埋立地におけ

る土壌汚染の程度は既に認定したとおりであり、申請人らの井戸の位置関係及

び井戸水の利用状況等に照らしても、その利用に具体的な支障が生じていると

は認め難いことから、いずれも理由がない。 

15 

20 

(2) 弁護士費用について

参加人ｂについては、前記のとおり井戸水監視費用の請求が認められるとこ

ろ、同参加人は併せて弁護士費用を請求するが、申請人ａと同様に、本件裁定

申請においては一部請求にとどめ、後に残部の請求等について別途訴訟を提起

することを予定していることから、本件裁定においては判断しないこととする

25 
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のが相当である。 

第４ 再開申請について 

   被申請人稲敷市は、審問終結後の令和５年６月２９日、裁定委員会に対して審

問の再開を求める上申書を提出し、令和５年７月１３日付け準備書面（１５）、乙

５３及び５４を提出したが、同準備書面において主張する①被申請人稲敷市が本

件事業許可時に逆有償であることを知り得なかったこと、②ｐＨでは環境汚染は

生じず公害が生じないことはいずれも従前の主張の範囲を超えるものではない。

また、③地域住民が一連の埋立てに同意していたとする主張の裏付けとしてａｚ

の陳述書（乙Ｅ５４）の取調べを求めるが、その内容は証拠調べ済みの証拠（乙

Ｅ２０）にも現れているのみならず、この主張が被申請人稲敷市の責任の帰すう

に影響を及ぼすものではないことは、既に述べたとおりである。さらに、④申請

人ａの共同墓地の管理権に関する証拠（乙Ｅ５３）も結論を左右する新たな事実

の認定を導くものではない。よって、審問の再開の要を認めない。 

5 

10 

第５ 結論 

以上によれば、申請人らの申請は、申請人ａについて２０００万円、参加人ｂ

について１８万１５２６円並びにこれらに対する平成２８年６月１８日から支

払済みまで年５％の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があ

るから、これを認容し、その余の申請は理由がないからこれを棄却することとし、

主文のとおり裁定する。 

15 

 20 

    令和５年１０月３１日 

  公害等調整委員会裁定委員会 

 

   

 

裁定委員長   永   野   厚   郎       25 
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裁定委員 若 生 俊 彦

裁定委員野中智子は、差支えにより署名押印することができない。 5 

裁定委員長 永 野 厚 郎 

※裁定文中の別紙１、３～７は省略
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（別紙９） 

１ 土壌汚染に関する基準、知見等  

(1) 環境省の土壌環境基準（平成３年８月２３日環境庁告示第４６号）には以下

の記載がある（公知の事実）。 

      環境基本法（平成５年法律第９１号）第１６条第１項による土壌の汚染

に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する

うえで維持することが望ましい基準（以下「環境基準」という。）並びにそ

の達成期間等は、次のとおりとする。 

      第１ 環境基準 

１ 環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の環境上

の条件の欄に掲げるとおりとする。（中略） 

       別表 ふっ素 検液１Ｌにつき０．８mg以下であること。（以下略） 

5 

10 

(2) 土壌に関する知見等 

日本の一般的な森林土壌のｐＨは５～６前後の弱酸性を示すことがほと

んどであり、ｐＨ７を超えることはまれである。ｐＨ８を超えると土壌養分

のうち鉄、マンガン、ホウ素など一部の元素が不溶化し、植物の生育が阻害

されることが知られている（職４【４頁】）。 

15 

(3) 「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第３版）」

（平成３１年３月環境省水・大気環境局土壌環境課）には、以下のとおり定め

られている（乙Ｅ２２）。 

   「土壌汚染の除去が指示措置とされるのは乳幼児が利用する砂場等におけ

る直接摂取リスクに対する措置の場合のみである。土壌汚染の除去、とり

わけ、掘削除去は、汚染の拡散のリスクを防止する観点から、できる限り

抑制的に取り扱うこととされている」（３９６頁） 

   「地下水経由の観点からの土壌汚染がある場合であって、当該土壌汚染に

起因する地下水汚染が生じていないときは、地下水の水質の測定を指示措

20 

  

  25 
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置とする」（４０９頁） 

 「地下水経由の観点からの土壌汚染がある場合であって、当該土壌汚染に

起因する地下水汚染が生じているときは、特定有害物質の種類ごとに土壌

溶出量基準の３倍から３０倍までの溶出量をもって定められている第二

溶出量基準（規則別表第３)に適合するものであるかどうかによって、指

示措置の内容を定める」（なお、土壌汚染対策法施行規則別表第３には「ふ

っ素及びその化合物 検液一リットルにつきふっ素二十四ミリグラム以

下であること。」と記載されている。） 

  「指示措置は、原位置封じ込め又は遮水工封じ込めとする」（ふっ素及び

その化合物は第二種特定有害物質（重金属等）であるところ、指示措置の

内容について第一種特定有害物質の場合と同様である旨が定められてお

り、第一種特定有害物質の場合、前記の指示措置とされている。） 

    

5 

    

10 

(4) 「セメント系固化材による地盤改良マニュアル第３版」（社団法人セメント

協会）には以下の記載がある（乙Ｅ２３【５５、５６頁】）。 

「セメント系固化材は、その硬化の過程で、水和反応により水酸化カル

シウムを生成する。この水酸化カルシウムは水中で解離し、液相のｐＨが

アルカリ性となるため、セメント系固化材による改良土はアルカリ性を示

す。」 

「セメント系固化材による改良土はアルカリ性を示すが、その表面は空

気中の炭酸ガスによる炭酸化や降雨等によるアルカリ成分の溶脱等により

しだいに中和され、周辺地盤へ浸透したアルカリ成分は土の緩衝作用によ

って拡散が抑制される。」 

「土の緩衝作用により、改良土からの浸透水やその表面を流れるアルカ

リ性の水は未改良土を浸透することでｐＨが低下し、アルカリの拡散はほ

とんど問題とならない。」 

15 

20 

25 

２ 水質汚濁に関する基準、知見等  
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  (1) 環境省の定める基準等 

ア 環境省の水質汚濁に係る環境基準（平成９年３月１３日環境庁告示第１０

号）には以下の記載がある（公知の事実）。 

    環境基本法（平成５年法律第９１号）第１６条の規定に基づく水質汚濁

に係る環境上の条件のうち、地下水の水質汚濁に係る環境基準について次

のとおり告示する。 

環境基本法第１６条第１項による地下水の水質汚濁に係る環境上の条

件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準（以下「環

境基準」という。）及びその達成期間等は、次のとおりとする。 

    第１ 環境基準 

       環境基準は、すべての地下水につき、別表の項目の欄に掲げる項

目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。（中略） 

     別表 ふっ素 ０．８mg／Ｌ以下（以下略） 

  

5 

  10 

  

  

イ 環境省の「飲用井戸等衛生対策要領」（衛水第一二号、最近改正令和元年１

０月１７日生食発１０１７第２号）には以下の記載がある。なお、令和元年

の改正前は「毎年１回以上」の部分が「１年以内ごとに１回」とされていた

（乙Ｅ２５、審問の全趣旨）。 

    「ア．設置者等は、飲用井戸等につき定期及び臨時の水質検査を行う

こと。 

ⅰ）一般飲用井戸及び業務用飲用井戸における定期の水質検査と

は、水質基準に関する省令（平成１５年厚生労働省令第１０１

号）の表の上欄に掲げる事項（以下「水質基準項目」という。）

のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜

硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の

量）、ｐＨ値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレ

ン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他
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水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要

となる事項に関する水質検査をいう。」 

「イ．定期の水質検査は、一般飲用井戸（設置者が専ら自己の居住の

用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものを

除く。）、業務用飲用井戸及び小規模貯水槽水道にあっては毎年 1

回以上行うものとするが、これ以外のものにあつても毎年 1回以

上行うことが望ましい。」 

       

5 

  (2) 水道法、水質基準及び水質に関する知見等 

ア 水道法には以下の定めがある。 

    （水質基準） 

第４条 水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるも

のでなければならない。（中略） 

２ 前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

イ 水質基準に関する省令には以下の定めがある。 

水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第４条第２項の規定に基づき、

水質基準に関する省令を次のように定める。（中略） 

ふっ素及びその化合物 ふっ素の量に関して、〇・八ｍｇ／ｌ以下であ

ること。（中略） 

ｐＨ値        五・八以上八・六以下であること。（以下略） 

ウ 厚生労働省の「水質基準の見直しにおける検討概要」には以下の記載があ

る。 

(ｱ) ｐＨに関する資料 

ｐＨ値（溶液の酸性、アルカリ性の強さを実用上の便宜から簡単な指数

（水素イオン濃度の逆数の常用対数）で表したもの。）について、諸外国等

の水質基準値又はガイドライン値では、ＥＵで６．５～９．５mg／ℓ、ＵＳ

ＥＰＡで６．５～８．５mg／ℓ とされている旨の記載があるほか、以下の

  10 
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記載がある（乙Ｅ３０・１０ないし１２枚目）。 

「５.毒性評価• 利水障害 

毒性の観点からは、ＷＨＯ（１９９６）では以下のように評価して

いる。 

極端なｐＨ値の溶液の暴露は、目、皮膚、粘膜に炎症が見られた。

目の炎症と皮膚障害の悪化は、ｐＨ＝１１よりも高い値で起こると関

連づけられる。それに加えて、ｐＨ値が１０～１２．５の溶液は、毛

髪繊維の膨張することが報告されている。神経過敏なヒトにおいては、

胃腸の炎症を引き起こすかもしれない。低いｐＨ値の溶液の暴露でも

同様な影響があると報告されている。ｐＨ＝４以下で、目の赤みと炎

症が報告されていて、その激しさはｐＨの低下とともに増加する。ｐ

Ｈ＝２．５以下で、上皮損傷が回復不能で広範となる。それに加えて、

ＰＨ値が消毒効果と同様に金属腐食度に影響を及ぼすため、健康に間

接的な影響があるかもしれない。 

利水障害としては、ｐＨ値が８以上で塩素消毒の効果が低下し、１

０以上で炊飯するとご飯が黄変するとともに、ｐＨが低すぎると、凝

集効果に悪影響がで、酸性が強くなると腐食や劣化に影響するとの報

告がある（水道水質ハンドブック）。 

なお、我が国では、水道施設の腐食等を防止する観点から水質基準

が５．８～８．６とされている。また、腐食及び赤水の観点から、目

標値が７．５程度とされている。」 

5 
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(ｲ) ふっ素に関する資料 

飲料水中のふっ素濃度が０．９～１．２㎎／ℓ の範囲である場合は軽度

の斑状歯を生じさせるという知見や、不確実性はあるものの飲料水中のふ

っ素濃度が１．４㎎／ℓ 以上の場合は骨へのふっ素沈着の発生や骨折リス

クの増加の可能性が指摘されている。 

25 



95 

また、アメリカ環境保護庁（ＥＰＡ）の暫定飲料水基準ではふっ素は２．

０㎎／ℓ、ＥＵでは１．５㎎／ℓである。 

（職７【１１頁】）。 

エ ＷＨＯの飲料水水質ガイドライン第４版（２０１１改正）では、ふっ素検

出量の基準値は、１．５㎎／ℓとされている（乙Ｅ３５）。 

以上 

5 



（別紙１０）井戸水監視費用　中間利息控除計算表

年目 １回の額
年間の
回数 年額

当該年の
ライプニッツ係数
(1、２～１０年目
は年金原価表)

差し引くべき
ライプニッツ係数
（同左）

乗じるべき
ライプニッツ係数
（１２～５０年目
は現価表）

金額
（小数点以下
表記省略）

1 11,550 4 46,200 0.9524 0.9524 44,001
２～１０ 11,550 1 11,550 7.7217 0.9524 6.7693 78,185

12 11,550 1 11,550 0.5568 6,431
14 11,550 1 11,550 0.5050 5,833
16 11,550 1 11,550 0.4581 5,291
18 11,550 1 11,550 0.4155 4,799
20 11,550 1 11,550 0.3768 4,352
22 11,550 1 11,550 0.3418 3,948
24 11,550 1 11,550 0.3100 3,581
26 11,550 1 11,550 0.2812 3,248
28 11,550 1 11,550 0.2550 2,945
30 11,550 1 11,550 0.2313 2,672
32 11,550 1 11,550 0.2098 2,423
34 11,550 1 11,550 0.1903 2,198
36 11,550 1 11,550 0.1726 1,994
38 11,550 1 11,550 0.1566 1,809
40 11,550 1 11,550 0.1420 1,640
42 11,550 1 11,550 0.1288 1,488
44 11,550 1 11,550 0.1168 1,349
46 11,550 1 11,550 0.1059 1,223
48 11,550 1 11,550 0.0961 1,110
50 11,550 1 11,550 0.0872 1,007

※ライプニッツ係数はいずれも５％ 合計 181,526

96


	（
	Sheet1

	（
	Sheet1

	（
	Sheet1

	（
	（
	Sheet1

	（
	Sheet1

	（
	Sheet1





